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浪江町  

浪江町復興計画 
【第三次】後期基本計画 

夢と希望があふれ 住んでいたいまち 住んでみたいまち  
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共に創る浪江の未来 
 

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故という未曽有の複合災害から15

年が経過しました。震災で犠牲になられた方々に哀悼の誠を捧げるとともに、未だ避難生

活を強いられている町民の皆様に心からお見舞い申し上げます。 

令和 3年に策定しました浪江町復興計画【第三次】では、『夢と希望にあふれ 住んでい

たいまち 住んでみたいまち』を復興の理念に掲げ、将来にわたり、町内に居住される町

民の皆様が安心して豊かな生活を送ることが出来、訪れる人々が「浪江町に住んでみたい」

と思える、魅力あふれるまちづくりを目指し、『持続可能なまちづくり』を進めてきました。 

本計画の計画期間は 10 年で構成されており、計画策定から 5 年が経過するにあたって

中間見直しを実施し、「浪江町復興計画【第三次】後期基本計画」を策定いたしました。こ

れまでの 5年間で、当初の計画にはなかった福島国際研究教育機構（F-REI）の立地をはじ

めとする様々な復旧・復興の取組が目に見える形で実現してきております。 

現在、町の顔である中心市街地では、「浪江駅周辺整備事業」により、交流施設や商業施

設、産学官連携施設整備等を進めているところです。本事業が町の新たな復興のシンボル

となり、町民の皆様の帰還促進や、国内外からの新たな交流による移住・定住推進、人口

増加へと繋がり、賑わいが創出されることを期待しています。 

今後は、復興事業と並行して、人口減少や少子高齢化等の様々な社会問題にも耐え得る

まちづくり進めて行くとともに、民間投資の誘引や企業誘致を積極的に行い、地域産業の

振興(DX 化を含む)や雇用の創出、未来を担う人材の育成に力を入れていく考えです。帰還

困難区域については、引き続き、特定帰還居住区域の 2020年代解除に向け除染およびイン

フラ整備を進め、帰還困難区域全域の避難指示解除に向けて、我々の大切な財産である山

林と主産業の再生に一層尽力してまいります。 

また、「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、RE100関連企業の誘致や再生エネルギー

の地産地消、FH2R 由来の水素利活用を推進し、循環型社会の形成促進に努めるとともに、

農業においても、今年完成予定の「大規模畜産施設」から生ずる液肥やたい肥を活用した

耕畜連携・循環型農業の実施により除染で失われた地力の回復に取り組んでまいります。 

復興は、町単独の力のみでは成し得ません。地域や浜通りの復興と相まって大きな波及

効果をもたらし、イノベーションを起こして加速していきます。町民の皆様はもとより、

官民一体となり、市町村という枠を超え、「皆で力を合わせていくこと」がこれまで以上に

重要になってくるものと考えております。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご助言を賜りました町民の皆様ならび

に、浪江町復興計画【第三次】後期基本計画策定委員会、町議会、

関係者の皆様のご尽力に心より感謝申し上げ、浪江町復興計画【第

三次】後期基本計画の策定にあたってのご挨拶とさせていただき

ます。 

 

 

 

 

浪江町長 吉田 栄光 
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「浪江町復興計画【第三次】」（以下「復興計画【第三次】」という。）は、平成 23年

３月 11日に発生した国内観測史上最大規模の巨大地震とそれに伴う津波、さらには東

京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）の原子力発電所事故（以

下「原発事故」という。）という未曽有の複合災害により、甚大な被害を受けた本町が

復旧・復興を実現していくための道標とするものです。 

これまで町は、平成 24年４月に「浪江町復興ビジョン」を策定し、その復興の理念

である「みんなでともに乗り越えよう 私たちの暮らしの再生に向けて～未来につな

ぐ復興への想い～」の実現のため、同年 10 月に「浪江町復興計画【第一次】（以下「復

興計画【第一次】」という。）」、平成 29年３月に「浪江町復興計画【第二次】（以下「復

興計画【第二次】」という。）」を策定し、町及び町民を取り巻く状況の変化に合わせな

がら、総力を挙げて復旧・復興に取り組んできました。 

平成 23年度から町全域が避難指示区域に指定されていましたが、平成 29年３月に、

旧避難指示解除準備区域・旧居住制限区域が、令和５年３月にさらに特定復興再生拠

点区域※の避難指示が解除され、町内での本格的な復興・再生が始まっています。 

しかしながら、未だに帰還困難区域が町の面積の８割を占めており、町全域の再生

に向けた取組を継続していく必要があります。避難指示が解除された区域においても、

全町避難からの復興・再生であるため、多くの課題を抱えている状況です。 

東日本大震災（以下「震災」という。）から 10 年の節目を迎えた今、町をとりまく

状況は大きく変化してきていることから、これまでの復興の進捗や行政の取組を検証

し、将来にわたって安心して豊かな生活を送れる持続可能なまちづくりが必要です。 

これらの基本的な認識のもと、中長期的な視点に立って、総合的かつ計画的に復興

を実現するため、「復興計画【第三次】」を策定します。 

 
 

H24.4 

浪江町復興 

ビジョン 

H24.10 

浪江町復興計画 

【第一次】 

H29.3 

浪江町復興計画 

【第二次】 

R3.3 

浪江町復興計画 

【第三次】 

避難期を乗り切るため

の具体的な取組 

本格的な復興における

具体的な取組 

「持続可能なまちづくり」

に向けた具体的な取組 

 

計画の策定にあたって 第 1章 

計画策定の目的 １ 
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（１）計画の構成 

本計画は、長期的なまちづくりの将来像やそれを実現するための施策・事業を示し

た総合計画であり、浪江町の最上位計画です。大きく、基本構想及び基本計画で構成

されます。 

ア 基本構想 

基本構想は、「復興の理念」と、これを達成するための「復興の基本方針」を定

めるものです。 

イ 基本計画 

基本計画は、基本構想を実現するための施策を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

基本構想の期間は、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。基本計画

は社会情勢の変化に柔軟に対応するため、計画期間を前期と後期に区分し、それぞれ

５年間とします。 

年 度 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 令和１１ 令和１２ 

基本構想        
 

  

基本計画           

計画の構成と期間 
 
２ 

基本構想(10 年) 

後期基本計画(５年) 前期基本計画(５年) 

基本構想 

基本計画 

復興の基本方針 

復興の理念

施 策 
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これまでの復興の流れを踏まえつつ、新たな飛躍に向けた町の将来像を描く土台と

して、まち・ひと・しごと創生法に基づく「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下

「総合戦略」という。）を策定しています。 

総合戦略では、「浪江町人口ビジョン」における令和 17 年までの中期的な目標人口

である 8,000人の着実な達成に向けて、平成 28年３月に策定した総合戦略(第１期)で

は、「第４次浪江町長期総合計画（震災前）」「復興計画【第一次】」「復興計画【第二次】」

から、復旧・復興に取り組むべきものを最大限抽出し、取りまとめました。令和２年３

月に策定した総合戦略(第２期)では、総合戦略(第１期)の取組を継続するとともに、

新しい時代の潮流をとらえ、未来につなぐ地方創生の取組も取り入れています。 

今後、復興のための予算は、徐々に地方創生予算に移行していくことが想定されま

す。この流れを視野に入れ、地方創生の取組を復興計画【第三次】後期基本計画の取組

と一体的に進めていくこととします。 

 

■ 計画の関係図 

 
  

地方版総合戦略との関係性 
 
３ 

復興予算 震災からの復興の課題と対応 

地方創生予算

(今後増加) 

復興計画【第一次】 復興計画【第二次】 復興計画【第三次】 

総合戦略(第１期→第２期) 

長期総合計画 

震災前の課題と対応 

震災 

地域活性化予算 

予
算
の
比
率 

時 間 

〈震災前〉  〈震災後〉  
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計画の進行管理については、Ｐ（ＰＬＡＮ：計画）・Ｄ（ＤО：実行）・Ｃ(ＣＨＥＣ

Ｋ：評価)・Ａ（ＡＣＴＩОＮ：見直し）サイクルによる効果的な進行管理を行います。 

庁内で計画の評価を定期的に実施するほか、町民や有識者等を交えた組織での協働

による進行管理を行います。評価の結果を踏まえながら、改善を行うことで、計画の

着実な実行につなげます。 

 

 
  

計画の進行管理 
 
４ 

事業担当課による
各事業への取組方法の
整理

Plan 計画

PDCAサイクル
による進行管理

事業担当課による
定期的に各事業の進捗
について整理

進行管理担当課による
各課の自己評価の確認

Check 評価

計画全体の進行管理

Action 改善

評価の反映

事業の実施

Do 実行

評価結果の公表

町民や有識者等との
「協働」による
進行管理

Check 
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（１）町の沿革 

町の歴史は酒田の酒田原遺跡の旧石器時代に始まり、縄文、弥生、古墳、奈良、平安

時代の遺跡も多数発掘されています。 

中世は標葉氏の所領でしたが、相馬氏との権力争いが頻繁に繰り広げられていまし

た。明応元年に標葉氏が討たれ、以後相馬氏によって支配されます。 

江戸時代には、相馬領大堀村で陶器生産が盛んになり、相馬藩の保護のもとで発展

しました。また、現在の町の中心市街地に位置する権現堂地区は高野宿と呼ばれ宿場

町を形成しており、東西に細長い街並みでした。しかし、安政６年、西からの強風にあ

おられた大火災が発生し、高野宿はほぼ全焼し、翌年に街並みは抜本的に変更され、

南北に長い新町通りの建設が防火思想を結集して開始されました。諸説ありますが、

この大火の頃から高野宿に変わり浪江という名称が定着したといわれています。 

明治 22年には、町村制が施行された際に、小村を統合して現在の町の前身である６

村（浪江村・幾世橋村・請戸村・大堀村・苅野村・津島村）が誕生しました。明治 31

年に浪江駅が開業し、明治 33年に浪江村は町に昇格しました。 

その後、昭和 28年に施行された町村合併促進法により、町は同年に幾世橋村・請戸

村と合併、さらに昭和 31年に大堀村・苅野村・津島村と合併し、今日の町の姿になっ

ています。 
 

 

町の概況 １ 
 

 

計画策定の背景 第２章 

１ 
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（２）町の位置 
町は、福島県の最東端、浜通りの中央部、双葉郡の北部に位置し、東は太平洋に面し

ています。 

主要都市との距離では、福島市までは約 70ｋｍ、郡山市まで約 75ｋｍ、いわき市ま

で約 60ｋｍ、仙台市まで約 95ｋｍ、東京まで約 260ｋｍとなっています。 

町を縦断する幹線として、町の東部を常磐自動車道、ＪＲ常磐線、国道６号が首都

圏と仙台方面を結んでいます。 

町を横断する幹線として、浜通りと中通りをつなぐ国道 114 号は、幾世橋の市街地

の国道６号から分岐し、請戸川に沿って西に向かい、川俣町を経由して福島市に至り

ます。国道 114 号は一部狭隘な単線区間があり、現在改良が進められています。さら

に、国道 114 号沿線の室原に常磐自動車道浪江ＩＣが設置されるなど、主要高速道路

へのアクセスが強化されています。 

また、国道６号を補完する道路として、町の西部に県道 34号相馬浪江線、県道 35号

いわき浪江線、東部に県道 391 号広野小高線が縦断しています。県道 391 号広野小高

線は改良工事が進んでおり、沿線に整備されている棚塩産業団地や福島県復興祈念公

園へのアクセス向上が期待されています。 

 
≪町へのアクセス≫ 

自動車  
福島 約 1 時間 30 分 国道 114 号 
郡山 約 1 時間 40 分 国道 288 号・県道 50 号線（浪江三春線） 
いわき 約 1 時間 10 分 常磐自動車道 いわき四倉ＩＣ～常磐自動車道 浪江ＩＣ 
仙台 約 1 時間 30 分 仙台南部道路 長町ＩＣ～常磐自動車道 浪江ＩＣ 
福島空港 約 1 時間 50 分 あぶくま高原道路 福島空港ＩＣ～常磐自動車道 浪江ＩＣ 
仙台空港 約１時間 10 分 仙台東部道路 仙台空港ＩＣ～常磐自動車道 浪江ＩＣ 
鉄道   
いわき 約 50 分 いわき駅～浪江駅（ＪＲ常磐線・特急ひたち） 
仙台 約 1 時間 10 分 仙台駅～浪江駅（ＪＲ常磐線・特急ひたち） 
東京 約 3 時間 10 分 東京駅～浪江駅（ＪＲ常磐線・特急ひたち） 
仙台空港 約 1 時間 50 分 仙台空港駅～浪江駅 
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（３）自然条件 

西方の阿武隈高地は、双葉郡、田村郡、安達郡の境界をなす日山[天王山]（約 1,057

ｍ）、白馬石山（約 821ｍ）、高太石山（約 863ｍ）が連なっています。山間部に位置す

る津島地区の標高は約 415ｍ（下津島付近）と高くなっています。 

阿武隈高地に水源を持っており、町の北を請戸川、南を高瀬川が東流、幾世橋で合

流して、太平洋に注いでいます。 

また、阿武隈高地の日山地区と高瀬川地区は、阿武隈高原中部県立自然公園に指定

されており、新緑や紅葉の名所として親しまれています。 

町は、海岸、山麓、山間の地からなり、気候も一様ではありませんが、一般的には東

日本型海洋性の太平洋沿岸特有の気候で、黒潮の影響により比較的温暖です。年間の

降水量はおおよそ 1,500ｍｍ程度で、自然環境に恵まれた住みよい環境となっていま

す。 

 

■ 浪江町色別標高図 

 
出典：国土地理院ウェブサイト 
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（４）土地の状況 

町の面積は、東西約 32ｋｍ、南北約 22ｋｍに広がる 223.14ｋ㎡で、双葉郡８町村の

中で最も大きく、福島県の面積（13,783.90ｋ㎡）の約 1.62％にあたります。 

令和７年度における土地の状況は、下表のとおり農地が 29.09ｋ㎡（13.0％）、宅地

が 3.62ｋ㎡（1.6％）、山林・原野が 154.88ｋ㎡（69.4％）という状況です。 

 
■ 総面積・地目別土地面積 

年次 総面積 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 その他 

H22 年 223.10 19.47 11.79 5.62 0.13 150.93 5.78 29.38 

R2 年 223.14 18.02 11.88 5.72 0.13 150.11 5.75 31.53 

R7 年 223.14 17.63 11.46 3.62 0.14 149.59 5.29 35.41 

R2-R7 比較 0.00 △0.39 △0.42 △2.10 0.01 △0.52 △0.46 3.88 

 
■ 土地利用の状況及び地目別割合（令和 7 年） 

 

山林

67.0％

その他
田

7.9％
畑

5.1％

宅地

1.6％

原野

2.3％

池沼

0.1％

 

資料 固定資産税概要調書 

各年 1 月 1 日現在 単位：㎢ 
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（５）町の人口 

ア 将来人口の目標 

平成 28 年３月に町が策定した「まち・ひと・しごと創生 浪江町人口ビジョン」

において、令和 17 年に約 8,000人程度の目標人口を掲げています。 

イ 人口の推移 

町の人口は震災前から減少傾向にあります。震災前の人口は、平成 23 年３月 11

日時点で、21,542 人でしたが、令和７年 12月末日時点での人口は 14,103人と 7,439

人（34.5％）減少しています。 

 

福島県及び浪江町における住民登録数の推移 

 
出典：福島県総務部市町村行政課「県内市町村住民基本台帳人口・世帯数」 

H25 年度からは、調査期日を３月１日から１月１日に変更しています。 
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ウ 町内居住者の推移 

令和７年 12 月末日時点の町内居住者は 2,419 人となっており、毎月町内居住者

の数は増加の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：浪江町居住人口集計表及び避難者台帳・避難状況集計表 

エ 年齢構造 

町内の居住人口は、男性では 60歳～69 歳、女性では 70歳～79 歳が多くなってい

る一方で、男女共に 10歳～19歳が少ない少子高齢化の構造となっています。 

浪江町の居住人口と福島県の現住人口の構造の比較 
令和７年 12 月末日時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
資料：浪江町居住人口集計表及び福島県現住人口調査 

人口の合計に対する年代別の割合をグラフ化 

  

681 729 775 815 
937 1,000 1,039 1,078 1,131 1,178 1,222 1,263 1,285 1,312 1,329 1,345 1,366 1,381 1,386 1,399 1,410 1,441 1,442 1,446 1,462 1,477 1,492 1,504 

285 
328 

363 
374 

395 
428 

428 
476 

497 
495 

505 
525 

559 566 580 589 598 
678 717 731 

785 
793 808 810 829 

889 900 915 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

浪江町内居住者数の推移 帰還した町民 新たな町民

25% 15% 5% 5% 15% 25%
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80歳以上

居住者人口 浪江町

浪江町 女

浪江町 男

0～9
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80歳以上

浪江町の居住人口と福島県の現住人口の構造の比較（令和7年12月31日時点）

福島県 女

福島県 男
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オ 住民意向調査の結果 

令和７年度時点での町への帰還意向については、「戻らないと決めている」が 51.0％

と最も高く、次いで「まだ判断がつかない」が 24.7％、「戻りたいと考えている」が

10.1％、「すでに浪江町に戻っている」が 12.7％となっています。 

回答者の年齢別にみると、「すでに浪江町に戻っている」方がすべての年代で１割程

度おり、着実に帰還が進んでいます。 

 

 

浪江町への帰還意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：復興庁・福島県・浪江町「浪江町住民意向調査報告書（速報版）（令和８年１月）」 
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（１）震災の発生（発災～平成 24 年度） 

平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、151 人の

死者、31 人の行方不明者、651 戸の家屋の全壊（平成 25 年３月まで目視による判定）

など、甚大な被害を受けました。その後原発事故により全町民が避難を余儀なくされ

ました。 

町は、同年３月 15 日に二本松市への避難を決定し、二本松市東和支所に災害対策本

部を移転するとともに、二本松市内の体育館等に避難所を開設しました。このほか、

福島市、郡山市、川俣町などにも職員が常駐する避難所を開設し、町民の一次避難の

受入を実施しました。その後、ホテルや旅館等の二次避難所の開設等を経て、応急仮

設住宅や借上げ住宅などへの入居が行われました。 

同年４月 22 日には、福島第一原子力発電所から 20 ㎞圏内が警戒区域に設定され、

立入りが禁止されたほか、20㎞圏外が計画的避難区域※に設定され、おおむね１カ月を

目途とした計画的な避難が行われました。 
 

■ 平成 23 年の避難区域の変遷 

  

 

 

 

 

 

 

これまでの復興の歩み 
 
２ 
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《主な出来事》 

日 時 内 容 

平成 23 年 

3 月 11 日 
東北地方太平洋沖地震発生 

浪江町災害対策本部設置 

3 月 12 日 

福島第一原子力発電所から半径 10 ㎞圏内避難指示 

福島第一原子力発電所 1 号機原子炉建屋水素爆発 

浪江町災害対策本部を津島支所に移設 

福島第一原子力発電所から半径 20 ㎞圏内避難指示 

3 月 14 日 福島第一原子力発電所 3 号機原子炉建屋水素爆発 

3 月 15 日 

福島第一原子力発電所から半径 20 ㎞～30 ㎞圏内屋内退避指示 

浪江町災害対策本部を二本松市役所東和支所に移設 

一次避難所開設（二本松市内の体育館等） 

4 月 1 日 
東北地方太平洋沖地震による災害及びこれに伴う原子力発電所事故によ

る災害を「東日本大震災」と呼称することを閣議了解 

4 月 4 日 浪江町役場二本松事務所を二本松市東和支所内に設置 

4 月 5 日 二次避難所開設（福島県内の旅館・ホテル等） 

4 月 18 日 応急仮設住宅・応急借上げ住宅の入居申請受付開始 

4 月 22 日 

福島第一原子力発電所から半径 20 ㎞圏内警戒区域設定 

福島第一原子力発電所から半径 20 ㎞～30 ㎞圏内屋内退避指示解除、新

たに計画的避難区域及び緊急時避難準備区域
※
設定 

5 月 23 日 浪江町役場二本松事務所を福島県男女共生センター内に移設 

6 月 24 日 東日本大震災復興基本法施行 

8 月 11 日 東日本大震災復興対策本部が東日本大震災からの復興の基本方針決定 

8 月 12 日 

東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための避

難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律

（以下「原発避難者特例法」という。）施行 

8 月 25 日 避難先（二本松市）で浪江小学校・中学校仮校舎合同開校式開催 

8 月 30 日 

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力

発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に

関する特別措置法（以下「放射性物質汚染対処特措法」という。）公布 

8 月 31 日 一次避難所閉鎖 

9 月 30 日 緊急時避難準備区域解除 

10 月 16 日 浪江町東日本大震災合同慰霊祭開催 

11 月 11 日 放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針閣議決定 

12 月 1 日 二次避難所閉鎖 

12 月 7 日 東日本大震災復興特別区域法制定 

12 月 9 日 復興庁設置法成立 

平成 24 年 

2 月 10 日 復興庁設置 

3 月 11 日 浪江町東日本大震災追悼式開催 

3 月 30 日 福島復興再生特別措置法成立 

4 月 19 日 浪江町復興ビジョン策定 

7 月 13 日 福島復興再生基本方針閣議決定 

10 月 1 日 浪江町役場二本松事務所を二本松市平石高田第二工業団地内に移設 

10 月 12 日 復興計画【第一次】策定 

11 月 21 日 国が特別地域内除染実施計画（浪江町）公表 
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（２）復興計画【第一次】（平成 25年度～平成 28 年度） 

平成 24年４月に「浪江町復興ビジョン」を、同年 10月に「復興計画【第一次】」を、

平成 26 年３月には、町内のまちづくりの方向性を具現化するものとして、「浪江町復

興まちづくり計画」を策定し、これら計画に基づく取組が始まりました。 

平成 25年４月１日には、警戒区域及び計画的避難区域が避難指示解除準備区域、居

住制限区域、帰還困難区域、の３区域に再編され、帰還困難区域を除いて日中の立入

が可能になりました。 

この避難指示区域の見直しにより、本格的な除染の開始やインフラ復旧工事の着手

等、社会基盤の再生が開始されました。平成 29年３月までに除染が完了し、町民が帰

還するための生活インフラの復旧が完了しました。 

また、町内での民間事業者の事業再開や農産物の出荷販売等が始まりました。 

町外では、平成 26 年４月１日より、福島県復興公営住宅の募集が開始され、応急仮

設住宅や借上げ住宅などからの入居が開始されました。 

町内では、平成 28 年９月から特例宿泊が開始され、同年 11 月からは準備宿泊が行

われるなど、帰還に向けた取組が進められました。 

平成 29 年３月 31 日に避難指示解除準備区域及び居住制限区域の避難指示が解除さ

れました。 

 
■ 浪江町区域再編図 
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《主な出来事》 

日 時 内 容 

平成 25 年 

4 月 1 日 

警戒区域及び計画的避難区域が避難指示解除準備区域、居住制限区域、

帰還困難区域に再編 

役場機能の一部を本庁舎に移転 

7 月 1 日 町内に震災後初の事業所再開 

11 月 町内における本格除染開始 

3 月 24 日 浪江町復興まちづくり計画策定 

平成 26 年 

4 月 1 日 
福島県復興公営住宅募集開始 

双葉警察署浪江分庁舎及び浪江消防署臨時庁舎開所 

4 月 7 日 二本松市の仮校舎で津島小学校再開式 

6 月 23 日 
福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想研究会報告

書がまとまる 

8 月 6 日 震災後初の町内産農産物（トルコギキョウ）の市場出荷開始 

8 月 27 日 町内に震災後初のコンビニエンスストアオープン 

12 月 6 日 常磐自動車道浪江 IC～南相馬 IC 間開通 

平成 27 年 

3 月 1 日 常磐自動車道浪江 IC～常磐富岡 IC 開通・常磐自動車道全線開通 

3 月 20 日 町営大平山霊園完成 

11 月 27 日 震災後初の町内産米の販売開始 

平成 28 年 

3 月 11 日 
「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針閣議決

定 

3 月 
沿岸部の津波がれき撤去完了 

まち・ひと・しごと創生浪江町総合戦略及び浪江町人口ビジョン策定 

4 月 27 日 
県が復興祈念公園の候補地を「双葉・浪江両町にまたがるエリア」に決

定 

9 月 1 日～26 日 避難指示解除準備区域及び居住制限区域で特例宿泊実施 

10 月 9 日 浪江町地域スポーツセンターオープニングセレモニー開催 

10 月 27 日 仮設商業共同店舗施設「まち・なみ・まるしぇ」オープン 

11 月 1 日 避難指示解除準備区域及び居住制限区域で準備宿泊開始 

11 月 28 日 町営住宅入居者募集開始 

12 月 20 日 原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針閣議決定 

平成 29 年 

3 月 14 日 避難指示解除準備区域及び居住制限区域の野菜の出荷制限等解除 

3 月 16 日 復興計画【第二次】策定 

3 月 27 日 浪江町国民健康保険浪江診療所（以下「浪江診療所」という。）開所 

3 月 
浪江町中心市街地再生計画策定 

避難指示解除準備区域及び居住制限区域の除染完了 

3 月 31 日 避難指示解除準備区域及び居住制限区域の避難指示解除 
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（３）復興計画【第二次】（平成 29年度～令和 2 年度）  

平成 29年３月に、「復興計画【第二次】」と中心市街地再生の方向性を示す「浪江町

中心市街地再生計画」を策定し、これら計画に基づく取組が始まりました。 

同年３月 31日に、町内の避難指示解除準備区域及び居住制限区域の避難指示が解除

され、町内で居住が可能になり、町民の帰還や新たな町民の転入が徐々に始まりまし

た。 

避難指示の一部解除後は、浪江にじいろこども園の開園、なみえ創成小学校・なみ

え創成中学校の開校、災害公営住宅や福島再生賃貸住宅※の整備など、町内の住環境の

再生が進められました。 

また、産業団地への企業の進出や、請戸漁港での競りの再開など、町内での雇用の

創出や地場産業の再生が始まっています。 

令和２年３月には、福島水素エネルギー研究フィールド※（以下「ＦＨ２Ｒ」という。）

や福島ロボットテストフィールド浪江滑走路※（以下「福島ＲＴＦ浪江滑走路」という。）

が開所し、単なる復旧に留まらない新たな取組が始まっています。 

帰還困難区域についても、平成 29 年 12 月に「浪江町特定復興再生拠点区域復興再

生計画」が国から認定され、室原拠点、末森拠点、津島拠点について、令和５年３月の

避難指示解除を目標とした除染やインフラ復旧等の事業が始まりました。 

 

■ 浪江町特定復興再生拠点区域図 
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《主な出来事》 

日 時 内 容 

平成 29 年 

4 月 1 日 ＪＲ常磐線浪江駅～小高駅間運転再開 

4 月 3 日 役場機能の大部分が本庁舎に戻る 

5 月 20 日 町内に震災後初の飲食店オープン 

6 月 30 日 災害公営住宅「幾世橋住宅団地」第 1 期工事分（22 戸）入居開始 

7 月 14 日 国と県が復興祈念公園基本構想策定 

8 月 29 日 福島再生賃貸住宅「幾世橋集合住宅」（80 戸）入居開始 

9 月 1 日 国営追悼・祈念施設（仮称）を浪江町に設置することを閣議決定 

11 月 25 日、 

26 日 
町内で震災後初の「十日市」開催 

12 月 22 日 国が浪江町特定復興再生拠点区域復興再生計画認定 

平成 30 年 

1 月 2 日 請戸漁港で震災後初の「出初式」開催 

3 月 3 日 町内で震災後初の「浪江町芸能祭」開催 

3 月 20 日 災害公営住宅「幾世橋住宅団地」第 2 期工事分（63 戸）入居開始 

3 月 26 日 藤橋産業団地に震災後初の新規立地企業開所 

4 月 5 日 浪江にじいろこども園開園 

4 月 6 日 なみえ創成小学校・なみえ創成中学校開校 

6 月 3 日 日山（天王山）で震災後初の山開き開催 

6 月 20 日 福島いこいの村なみえ再開 

7 月 28 日、 

29 日 
町内で震災後初の「相馬野馬追」開催 

平成 31 年 

3 月 22 日 避難先（二本松市）で浪江中学校仮校舎閉校式開催 

3 月 まち・ひと・しごと創生浪江町総合戦略（第 2 期）策定 

4 月 8 日 
町内の小中学校 7 校の合同休校式開催 

（幾世橋小・請戸小・大堀小・苅野小・浪江中・浪江東中・津島中） 

令和元年 

7 月 14 日 町内に震災後初のスーパーマーケットオープン 

12 月 20 日 
「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針閣議

決定 

令和２年 

2 月 22 日 請戸地区水産加工団地に震災後初の水産加工施設完成 

2 月 25 日 福島県海域における水産物の出荷制限指示が全て解除 

3 月 5 日 ゼロカーボンシティを宣言 

3 月 7 日 ＦＨ２Ｒ開所 

3 月 14 日 ＪＲ常磐線浪江駅～富岡駅間が運転再開・ＪＲ常磐線全線開通 

3 月 23 日 避難先（二本松市）で浪江小学校休校式開催 

3 月 24 日 福島ＲＴＦ浪江滑走路開所 

3 月 31 日 応急仮設住宅供与終了 

4 月 8 日 請戸漁港で競り再開 

8 月 1 日 道の駅なみえプレオープン 

10 月 1 日 災害公営住宅「請戸住宅団地」（26 戸）入居開始 

３月 20 日 道の駅なみえグランドオープン 
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（４）復興計画【第三次】（令和３年度～令和 12(2030)年度） 

令和２年３月に、「まち・ひと・しごと創生浪江町総合戦略（第２期）」を策定し、翌

年の令和３年３月には、「復興計画【第三次】」を策定し、これら計画に基づく取組が始

まりました。 

同年７月 23日には、東京オリンピックが開催され、聖火の燃料となる水素やメダリ

ストへの副品（トルコギキョウ）に浪江町の産物が活用されました。 

令和４年４月に、幾世橋、大堀、浪江、苅野の各地区に防災コミュニティセンターが

完成。同年６月には町道高瀬請戸線の開通や、ふれあいセンターなみえがオープンす

るなど、町の生活基盤の充実が図られてきました。 

帰還困難区域については、平成 29 年 12 月に「浪江町特定復興再生拠点区域復興再

生計画」の認定を受けて以降、室原拠点、末森拠点、津島拠点における除染やインフラ

等の復旧事業が進められ、令和５年３月 31 日に避難指示が解除されました。 

令和６年１月 16日に「浪江町特定帰還居住区域復興再生計画」が認定され、除染・

家屋解体や道路・上下水道等のインフラ復旧等を一体的に進め、特定帰還居住区域※に

おける避難指示解除に向けた取組が進められています。 

令和元年に開催された福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議にお

いて、当該地域での研究教育施設の設置について審議され、令和２年 12月に復興会議

により決定。浪江町では令和５年３月に、福島国際研究教育機構※（以下「Ｆ－ＲＥＩ」

という。）の町への立地に伴う状況変化に対応するための方策等を位置付けた浪江国際

研究学園都市構想を策定し、令和５年４月１日に浪江駅近くのふれあいセンターなみ

え内にＦ－ＲＥＩの本部が開設されました。 

■ F-REI 施設の基本計画（ゾーニング／動線図） 
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《主な出来事》 

日 時 内 容 

令和３年 

6月 9日 「ＮＡＭＩＥ ＷＡＴＥＲ」福島県内「イオン」などで販売開始 

7月 23日 東京オリンピックの開会式で、聖火の燃料に浪江町産の水素使用 

7月 23日～ 

8月 8日 
東京オリンピックメダリストに浪江町の「トルコギキョウ」使用 

8月 8日 「福島いこいの村なみえ」グランドオープン 

9月 5日 「浪江駅周辺整備事業に関する連携協定」締結 

9月 22日 乾燥調製貯蔵施設（カントリーエレベーター）完成落成式 

10月 27日 「震災遺構浪江町立請戸小学校」開館 

12月 12日 全国初「ラッキー公園 in なみえまち」開園 

令和４年 

4月 幾世橋、大堀、浪江、苅野地区に防災コミュニティセンター完成 

5月 浪江アートプロジェクト「なみえの記憶・なみえの未来」お披露目 

5月 25日 移動式水素ステーション「ナミエナジー」開所 

5月 28日 「浜通り地域デザインセンターなみえ」開所 

6月 町道高瀬請戸線開通 

6月 18日 「ふれあいセンターなみえ」オープン 

10月 31日 コワーキングスペース「ナミエシンカ」開所 

11月 「なみえスマートモビリティ」グッドデザイン賞受賞 

12月 10日 12年ぶりの請戸魚市開催 

令和５年 

3月 浪江国際研究学園都市構想策定 

3月 31日 
浪江町特定復興再生拠点区域（室原拠点・末森拠点・津島拠点）避

難指示解除 

4月 1日 福島国際研究教育機構（F-REI）開所式 

5月 4日 12年ぶりの鮎の稚魚放流体験会開催 

5月 6日 水素社会実現に向けた覚書締結（ランカスター市・ハワイ郡） 

5月 10日 物流施設設置に関する基本協定締結（株式会社トッキュウ） 

6月 3日・4日 「陶芸の杜おおぼり」震災後再開 

9月 1日 
福島国際研究教育機構（F-REI)と「連携協力に関する基本合意書」

を締結 

9月 15日 
蓄電事業関連施設の立地に関する基本協定締結（住友商事株式会

社、BSホールディングス株式会社） 

9月 22日 国立大学法人東北大学と包括連携協定締結 

10月 3日 
再生蓄電池製造施設の立地に関する基本協定締結（株式会社 REBGLO

（リブグロ）） 

10月 24日 観光振興に関する連携協定締結（東武トップツアーズ株式会社） 

令和６年 

１月 16日 浪江町特定帰還居住区域復興再生計画認定 

１月 19日 富山県氷見市へ応援職員を派遣 

１月 24日 令和 6年浪江町新春交歓会を開催（震災後初） 

２月 18日 苕野神社再建 

３月 27日 浪江町防災交流センター（室原）落成式 
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復興の理念 

 

第１章 

理念 １ 
 

夢と希望があふれ 住んでいたいまち 住んでみたいまち 

～なかよく みんな えがおの 花咲くまち なみえ～ 

 

復興の理念 

１ 

○ 夢と希望があふれるまち 

町民が町の将来に夢と希望を持ち、精神的な充実、豊かさを感じることがで

きるまちを目指します。 

 

○ 住んでいたいまち 

復旧・復興が更に進んでいくことで、現在住んでいる町民が満足するまち、

これから帰還する町民にも満足してもらえるまち、今は帰りたくても帰れない

町民にとっても、復興したまちの姿を見て安心してもらえるまちを目指します。 

 

○ 住んでみたいまち 

新しい取組へのチャレンジ、交流人口・関係人口の拡大など、町の魅力を高

め、広めることで、新たな町民が増えるまちを目指します。 

副題は、平成 17年策定の第四次浪江町長期総合計画の「なかよく みんなえ

がおで」の精神を引き継ぎ、様々な人が浪江でつながり、みんなの顔に笑顔の

花が咲くまちの姿を表現しています。 

込められた想い 
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先人から受け継いできた“ふるさと”なみえを再生します。そして、震災から得た教訓をまち

づくりに活かし、町民の想いに応える復興を実現します。 

 

    町では「紅房桜維持管理基金条例」を制定して管理を行っています。現在植

樹されている請戸川のほか、今後いこいの村の遊歩道等で植樹を進めていく計

画であり、町を代表する名勝となることが期待されています。  
 

花言葉：想いを託します 

 
 

 

 

  

帰還されている町民、これから帰還する町民、すぐには帰還できない町民、新たに転入され

た町民、町で仕事をする方、町を訪れる方など、町に関わる全ての方を大切に、町に関わる方

が増え、調和するまちづくりを進めます。 

 

町の「花」に定めており、荒れ地にも生き、優しい姿で、町民が優しく生き

ることを願うとともに、秩序と調和のある町を象徴しています。震災後は、農

地の保全管理の一環として、農地にコスモスが咲き誇り、復興を象徴する風景

となっています。 
 

花言葉：調和 

 

 

 

 

  

震災で町は多くの課題を抱えています。町は新たな技術による課題解決の舞台となり、日本

が直面する社会課題を解決するモデルとなる先進的な取組に積極的に挑戦します。 

 

町内の農産物で震災後初めて東京の市場に出荷された花として、町の復興を

象徴する存在となっています。栽培農家の方々の努力により、市場で高い品質

が評価されています。町では「浪江町フラワープロジェクト」を立ち上げ、花

の一大産地化を目指しています。 
 

花言葉：希望 

理念の柱 
 
２ 

ひとの縁を大切に、関わる人が増え、調和するまち 

 

先進的な取組で、夢と希望の未来を創るまち 

 

みんなの想いを一つに、復興を実現するまち 

 

紅房桜 

コスモス 

トルコギキョウ 
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ｒ 

 

 

 

Ⅰ 夢と希望のある産業と仕事づくり 

先人から受け継いできた農山漁村の風景を再生するとともに、生産者が自信と誇り

をもって働ける環境づくりにより、農林水産業が盛んなまちを目指します。 

「福島イノベーション・コースト構想※」（以下「イノベ構想」という。）と連携しな

がら、Ｆ－ＲＥＩの立地や福島県復興祈念公園の整備といった機会を活かして新たな

産業と雇用の創出を図るとともに、商工業の振興や観光交流の推進を図り、活気とに

ぎわいのあるまちを目指します。 

 

Ⅱ 未来を担う人づくり 

町内のこども・若者、子育て世代の増加に適切に対応した、出産・子育て支援の充実

や、豊かな学びの環境づくりにより、子どもたちの明るい笑顔のあふれるまちを目指

します。 

芸術や文化に触れあえる機会の創出や、スポーツに親しめる環境づくりにより、生

きがいを持って暮らせるまちを目指します。 

被災の記憶と教訓を次の世代や世界に向けて発信し、復興を通じた交流が盛んなま

ちを目指します。 

 

Ⅲ 帰還困難区域の再生と住みよい環境づくり 

帰還困難区域全域の避難指示解除と特定復興再生拠点、特定帰還居住区域の再生に

向けて、全ての町民が生活できる環境整備と人の交流・活動の活発化を目指します。 

持続可能な都市経営を見据えて上下水道や道路などのインフラ整備、維持管理を推

進するとともに、まちの顔である浪江駅周辺を核とした中心市街地整備を推進し、快

適で利便性の高いまちを目指します。 

震災から得た教訓を生かした防災体制の強化や、警察署や消防署等の関係機関との

連携を推進し、安全に暮らせるまちを目指します。 

再生可能エネルギー※や水素などの新エネルギーの導入や、効率よくエネルギーや資

源を活用する取組を推進することにより、原子力に依存せず二酸化炭素排出量実質ゼ

ロ※の環境にやさしいまちを目指します。 

 

復興の基本方針 第２章 
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Ⅳ 健康と福祉のまちづくり 

地域医療体制の充実や総合的な保健サービスの提供に努めることにより、心身とも

に健康で元気なまちを目指します。 

介護・福祉サービスの充実に努めることにより、高齢者や障がいのある人を含め、

全ての町民がふれあい、支えあい、地域社会の中で安心して活動できる、思いやりの

あふれるまちを目指します。 

放射線による健康上の不安解消に努めることにより、安心して暮らせるまちを目指

します。 

 

Ⅴ 絆の維持と持続可能なまちづくり 

生活再建の支援の継続や、まちとの絆づくり、復興の様子等の情報発信に努めるこ

とにより、町民との絆を大切にするまちを目指します。 

本町への興味関心からはじまり、交流や体験を通して、移住・定住の取組を推進し、

町内の居住人口が増加していくまち、住んでみたいまちを目指します。 

行政区等コミュニティ団体の活動の活性化を図るとともに、今後のコミュニティ団

体のあり方についても検討しながら行政と町民が協働でまちづくりを推進し、町民が

主役となるまちを目指します。 

効率的な行政運営と財源の確保に取り組むことにより、本計画を着実に前進させ、

将来にわたり持続可能なまちを目指します。 
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＜施策体系＞ 

復興の 

基本方針 施 策 取 組 

Ⅰ 

施策１ 農林水産業の再興 

（１）農業の再開 

（２）林業の再開・漁業の再開 

（３）魅力ある地場産品づくりと販売力強化 

（４）鳥獣被害対策 

夢
と
希
望
の
あ
る 

産
業
と
仕
事
づ
く
り 

施策 2 新たな産業と雇用の創出 

（１）商工業の振興 

（２）企業誘致の推進 

（３）就労支援・人材育成 

（４）観光・交流の推進 

Ⅱ 
施策１ 子育て環境・学校教育の充実 

（１）子育て環境の充実 

（２）学校教育の充実 
未
来
を
担
う

人
づ
く
り 

施策２ 生涯学習環境の充実 
（１）生涯学習環境の充実  

（２）文化財保護・伝統芸能の継承 

施策３ 震災の記憶の伝承 （１）震災の記憶の伝承 

Ⅲ 
施策１ 帰還困難区域の再生 （１）帰還困難区域・特定復興再生拠点区域の再生 帰

還
困
難
区
域
の
再
生
と

住
み
よ
い
環
境
づ
く
り 

施策２ 社会基盤の維持・整備 

（１）浪江駅周辺を核とした中心市街地整備    

（２）上下水道の整備 

（３）交通網の充実 

施策３ 防災・安全の強化 
（１）防災・安全の強化  

（２）防犯・防火・交通安全の強化 

施策４ ゼロカーボンシティの推進 （１）ゼロカーボンシティの推進 

Ⅳ 
施策１ 健康づくりの推進・医療の充実 （１）健康づくりの推進・医療の充実 

健
康
と
福
祉
の 

ま
ち
づ
く
り 

施策２ 介護・福祉の充実 （１）介護・福祉の充実 

施策３ 放射線による健康不安への対策 
（１）放射線による健康不安への対策 

（２）除染等の推進による安全対策 

Ⅴ 
施策１ 被災者生活支援・絆の維持 

（１）被災者生活支援 

（２）絆の維持 絆
の
維
持
と
持
続
可

能
な
ま
ち
づ
く
り 

施策２ 移住・定住の推進 （１）移住・定住の推進 

施策３ 地域コミュニティ活動の推進 （１）地域コミュニティ活動の推進 

施策４ 復興を推進させる行財政運営 （１）復興を推進させる行財政運営 
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復興の基本方針Ⅰ 夢と希望のある産業と仕事づくり   

         

  
施策１ 農林水産業の再興 

  

    

    (1) 農業の再開 

町内全域の農地を再生し、農業の再開を推進します。 

(2) 林業の再開・漁業の再開 

町の豊かな海、山、川を再生し漁業・林業の再開を推進します。 

(3) 魅力ある地場産品づくりと販売力強化 

地場産品の魅力の発信と販売力の強化に取り組みます。 

(4) 鳥獣被害対策 

イノシシ等からの鳥獣被害の対策に取り組みます。 

  

      

    

  

       

  
施策２ 新たな産業と雇用の創出 

  

    

    (1) 商工業の振興 

町内での事業再開・創業を支援し、町の商工業の振興に取り組みます。 

(2) 企業誘致の推進 

新たな産業の誘致を推進します。 

(3) 就労支援・人材育成 

町内事業所の従業員の確保や、町内就労希望者への支援、浪江町の

将来を担う人材の育成・確保に取り組みます。 

(4) 観光・交流の推進 

町の賑わいを創出する様々なイベントの開催や町の魅力、復興の様

子等の情報発信に取り組み、関係交流人口の拡大を推進します。 

  

      

 

  

 

夢と希望のある産業と仕事づくり 第 1章 



第３編 基本計画 
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（１）農業の再開 

◆町内全域の農地を再生し、農業の再開を推進します 

 

◆ 除染が完了した地域から、農事復興組合による農地の保全管理に取り組んでおり、

年々作付面積は増加の傾向にあります。 

◆ しかし、一部の地域ではため池の放射性物質対策や農業用水路等の復旧が完了して

おらず、営農再開や地元での維持管理に支障がある状況となっており、引き続き対策

や復旧を進めていく必要があります。 

◆ 農業用水路等が利用可能になった農地において、作付が再開された農地面積は令和

６年度までに 670ｈａに拡大していますが、今後も営農再開を一層加速させていく必

要があります。特に、特定復興再生拠点の営農再開が住民の帰還や交流・活動を活発

化させるうえで重要です。津島地区では、水稲の試験栽培が始まったほか、リンゴの

実証栽培が行われています。 

◆ 担い手不足対策として、新規就農者確保のため町独自の収入補填や家賃補助に取り

組んでいます。さらに、限られた担い手で効率的に農地を管理していくためには、担

い手への農地の集積や、ほ場整備※等による大区画化により農業の生産基盤強化を進

めていく必要があります。収穫期など、短期的・突発的対応に必要な人材が不足して

いる状況もあり、農繁期等における労働力の確保も求められます。 

◆ 農業を次世代につなぐため、若者などの新規就農や法人の参入を進めつつ、農業関

係者の連携強化やスマート化による省力化・効率化により、就農しやすく持続可能な

営農環境整備を進めていく必要があります。 

◆ 加えて、長期の避難により、震災前に使用していた農業用の機械や施設の多くが使

用できない状況となっているため、機械導入や施設整備への支援が必要となっていま

す。 

◆ 震災前に盛んであった畜産業については、研究・研修機能や国内有数の最先端設備

を備えた大規模畜産施設の整備を活かし、今後も推進に向けた検討を進めていく必要

があります。 

◆ 一部の野菜や山菜等については摂取や出荷等を差し控えるよう引き続き要請が出

されています。 

  

施策１ 農林水産業の再興 

現 状 と 課 題 

ほ場整備（加倉地区） ため池工事 
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◆ 帰還や人の活発な交流・活動を促進するため担い手の確保・育成に積極的に取り組

みます。主な取組としては、就農相談や女性農業者育成による新規就農の推進、農業

の法人化、農業法人の誘致等に取り組むほか、農繁期の短期・短時間の労働力確保、

大規模畜産施設と連携した畜産業の担い手育成を支援します。 

◆ また、福島イノベーション・コースト構想推進機構※や浜地域農業再生研究センタ

ー※、Ｆ－ＲＥＩ等の研究機関、大学等、革新的な取組を行う機関等とも積極的に連

携し、スマート農業※等の新しい技術の活用により、農作業の省力化や農作物の品質

向上を図り、出荷制限に関するモニタリングも注視しながら、農業者が将来に夢と希

望をもって従事できる環境づくりに取り組みます。 

◆ 公益財団法人福島相双復興推進機構※（以下「福島相双復興官民合同チーム」とい

う。）や公益社団法人農地中間管理機構※と連携し、農地等を貸したい農家から担い手

へ農地集積を推進するとともに、機械導入や施設整備、リスキリング※、町内農業者

による新規就農者へのサポートなど経営発展への支援に取り組み、意欲ある担い手の

育成を図ります。 

◆ ため池の放射性物質対策や農業用水路等の復旧と農業、農地を守るための「地域計

画」の策定を推進し、避難指示解除区域全域で営農再開や地元での維持管理ができる

環境を再生します。 

◆ 乾燥調製、加工、集出荷施設等の共同利用施設整備やほ場整備等の生産基盤強化に

より、効率的な農業に取り組める環境整備を推進するとともに、営農者の経営安定に

資する取組を推進します。 

◆ 畜産業の再生に不可欠である大規模畜産施設においては、酪農の再生のみならず、

耕畜連携※による資源循環型農業の実現に向け、除染により失われた地力を回復させ

るための生成された堆肥の活用や、乳製品の加工も推進します。 

 

 

関連する 

主な個別計画 

● 浪江町農業再生プログラム 

● 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

● 浪江町環境基本計画 

 

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ウ 農業生産基盤の再生と強化 

 イ 営農再開の推進 

 エ 農業を再開できる環境の再生 

 ア 農業の担い手の確保 

（１）農業の再開 
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（２）林業の再開・漁業の再開 

◆町の豊かな海、山、川を再生し、漁業・林業の再開を推進します 

 

◆ 水源のかん養※や地滑り・傾斜崩壊の防止、生物多様性の保全、地球温暖化の防止

など、森林の持つ多面的機能の増進を図るため、森林施業※の重要性が高まっていま

す。特に、生活圏と接している里山については、継続的な森林整備を実施する必要が

あるほか、空間放射線量が高く環境回復のための効果的な手法が確立されていないこ

とや、林業就業者の高齢化や担い手の不足といったところも課題となっています。 

◆ 県内の林業・木材産業の再生と新たな雇用創出を目的として棚塩産業団地に福島高

度集成材製造センター※（以下「ＦＬＡＭ」という。）を整備しました。令和７年開催

の大阪・関西万博会場に設置された巨大木製リングの大屋根の一部に、浪江町内で加

工された集成材が使用されるなど、本格的な生産体制が整備されており、今後は本町

及び県全体の林業をけん引する施設となっていくことが求められます。 

◆ 津波で被災した沿岸部においては、潮害・飛砂・風害の災害防止のため、県と連携

して海岸防災林を整備しています。 

◆ 水産業については、寒流と暖流が交わる豊かな漁場である請戸の海でとれた「請戸

もの」は魚の身質が良く、全国の市場で高い評価を受けており、更なる魅力発信に取

り組む必要があります。 

◆ 町内全ての魚種で出荷制限が解除され、非破壊全量検査システム※の導入による安

全で安心な漁業を再開しました。令和７年度現在は試験操業から本格操業への移行期

間となっていますが、出漁回数などの制限が継続しています。また、多くの国や地域

で緩和や撤廃が進んでいますが、一部の国や地域では輸入規制等が継続しています。 

◆ ＡＬＰＳ処理水※の海洋放出にかかる風評被害の抑制とともに、漁業の復興に資す

る、販路拡大等の販売促進策の検討や、持続する漁業に向けた次世代の担い手確保も

進めていく必要があります。 

◆ 内水面漁業※については、さけふ化・放流事業の再生に向け、請戸川さけ放流施設

の整備を進めるとともに、町内の内水面漁業協同組合と連携しながら、遊漁※再開に

向けて河川の魚類のモニタリング調査や、さけ・アユ・ヤマメ等の稚魚放流を行って

います。引き続き、内水面漁業再生に向けた河川環境・漁業環境の回復・保全に取り

組みながら、継続的に種苗生産や稚魚放流に取り組んでいく必要があります。 

◆ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構※（ＪＡＥＡ）等が、福島長期環境動態

研究を請戸川（高瀬川を含む）で実施しており、時間経過とともに河川敷空間線量率

は低下の傾向にあります。 

  

現 状 と 課 題 
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◆ 森林及び里山の保全と適切な利用によって山林を健全に維持するため、国、県、町

が一体となり、里山再生事業や県のふくしま森林再生事業の継続、加えてＦＬＡＭと

連携した森林施業により、森林・林業・木材産業の再生に向けた実証・取組を推進し

ます。また、スマート林業※の新しい技術の活用により、林業の省力化に取り組みま

す。 

◆ 県と連携した海岸防災林の整備を引き続き推進し、潮害や風害、津波などの被害を

防止・軽減する森林を形成します。 

◆ 請戸漁港に市場など必要な施設の復旧が完了したので、今後は安全で高品質な「請

戸もの」ブランドを町内外に情報発信する広報活動を進め、ブランドの認知度向上と

魚価の向上を支援します。 

◆ 内水面漁業については、泉田川漁業協同組合、室原川・高瀬川漁業協同組合等関係

機関と連携し、放射性物質に関するモニタリング調査の継続、やな場・ふ化場の整備

など、さけ漁・遊漁の再建を支援します。 

◆ 浪江町における林業や漁業の持続性を確保していくため、業としての収益性向上を

図っていくとともに、広報活動の推進や各種研修機会の提供等を進め、担い手の確保

を進めていきます。 

 

関連する 

主な個別計画 

● 浪江町森林整備計画 

● 浪江町環境基本計画 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 

（２）林業の再開・ 

漁業の再開 

ア 林業の再開 

 イ 漁業の再開 

福島高度集成材製造センター（ＦＬＡＭ） 請戸漁港 
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（３）魅力ある地場産品づくりと販売力強化 

◆地場産品の魅力の発信と販売力の強化に取り組みます 

 

◆ 本町及び福島県では、生産段階（産地・生産者）、流通段階、消費段階において放

射性物質の検査を行い、検査の結果について公表するとともに、安全性が確認された

食品のみを出荷しており、風評被害払拭に向けた取組が着実に進んでいます。 

◆ 近年の浪江地場産品の展開については、生産者や事業者、大学等との連携による商

品の開発、町のポータルサイト※やＳＮＳ※、道の駅なみえにおける商品販売やイベン

ト実施などを通じた情報発信を行っています。 

◆ 国指定伝統的工芸品である大堀相馬焼については、町内で窯元の再開が少しずつ進

み、地域おこし協力隊※制度を利用した担い手の確保・育成に取り組んでいます。震

災後の復興支援の一環として、浪江町の窯元と協力し、隈研吾氏による新たなデザイ

ンの器の開発が進められました。 

◆ ふるさと納税制度を活用し、返礼品として地場産品の積極的なＰＲを行っています。

令和６年度の年間寄付件数は約 620 件となっており、今後ともさらなる町の魅力の

発信強化が必要です。 

  

現 状 と 課 題 

大堀相馬焼(国指定伝統的工芸品) 道の駅なみえ 
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◆ 農産物、水産物、地酒、大堀相馬焼などの既存地場産品の他、新たな特産品として

定着してきた花き※やエゴマ商品、新たな陸上養殖※技術で生産されるサバなどの水

産物などの安全性や品質の良さを様々な機会を捉え、積極的に情報発信するとともに、

町内での農業体験ツアーや道の駅での陶芸体験・酒蔵見学など地場産品に触れる機会

を創出することにより風評被害払拭を図ります。 

◆ 福島県内はもとより、首都圏などのより広域的なＰＲ展開を図るとともに、民間企

業との連携やふるさと納税制度の活用、オンライン販売等の支援、地元利用の仕組み

づくりにより、地場産品の販路拡大に努めます。 

◆ また、地場産品を地域内で積極的に活用する取組を推進するとともに、大学等関係

機関と連携して、特産品の開発支援や農林水産物の六次化支援※などを積極的に行い

ます。 

 

 

 
  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

（３）魅力ある地場産品 

づくりと販売力強化 

 ア 町内産農林水産物の安全性の情報発信 

  イ 地場産品の付加価値向上と販路の拡大 
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（４）鳥獣被害対策 

◆イノシシ等からの鳥獣被害の対策に取り組みます 

 

◆ 町内全域でイノシシ、ニホンザル、カワウ等による鳥獣被害が発生しており、令和

６年度の累計捕獲数はイノシシ 197 頭、アライグマ 12 頭、ハクビシン５頭となって

おり、イノシシについては令和３年度をピークに、近年は減少傾向にあります。 

◆ 一方で、全国的には山から降りてきて住宅地などの生活空間に出没するクマが増加

しており、本町でも目撃通報が複数寄せられています。国においても鳥獣保護管理法

を改正してクマ類を指定管理鳥獣※に指定するなど駆除対策を強化しています。 

◆ 浪江町有害鳥獣捕獲隊による個体数調整や河川の竹林伐採等の生息環境管理を行

い、人の生活圏と野生鳥獣の生活圏との住み分けによる被害抑制に取り組んでいます。 

◆ 農地・住宅への鳥獣被害防止柵の設置等を支援してきましたが、依然として、防止

柵設置後の管理不全等による被害の発生や、狩猟免許取得者の高齢化、捕獲隊人員の

不足も発生しています。 

◆ 避難地域等における安全・安心な住環境整備に向けて、平成 28 年度に避難 12市町

村鳥獣被害対策会議が発足し、国、県、避難 12 市町村による広域連携の対策が進め

られています。 

  

現 状 と 課 題 

鳥獣被害防止柵の設置 河川の管理 
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◆ 浪江町有害鳥獣捕獲隊による個体数調整、さらに河川の竹林や鳥獣の餌となる管理

されない果樹の伐採を行い、人の生活圏でのイノシシやクマ等の鳥獣の出没を減らす

取組を継続して推進します。 

◆ 農地・住宅の鳥獣被害防止柵の設置を支援するとともに、防止柵設置後の維持・管

理に関する技術提供も行うことにより、より効果的な被害の防止に取り組みます。 

◆ 狩猟免許に関する情報発信等を支援し、有害鳥獣捕獲人材の確保・育成を推進しま

す。 

◆ 効率的な鳥獣被害対策の推進のため、避難 12 市町村鳥獣被害対策会議やＦ－ＲＥ

Ｉと連携し、情報の共有、モデル実証事業の推進などに取り組みます。 

 

関連する 

主な個別計画 

● 浪江町鳥獣被害防止計画 

● 浪江町環境基本計画 

 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 イ 住宅被害防止対策の推進 

 

 ア 農業被害防止対策の推進 

 

（４）鳥獣被害対策 

 

 ウ 生息環境管理の実施 

 

ア 農業の担い手の確保 
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（１）商工業の振興  

◆町内での事業再開・創業を支援し、町の商工業の振興に取り組みます 

 

◆ 浪江駅周辺については、令和３年３月に「浪江駅周辺整備計画」を策定し、浪江駅

東側エリアを居住・交流・商業の各機能を一体的に配置する人が中心のコンパクトな

新生活ゾーンと位置づけ、公設商業施設の整備を進めています。また、浪江駅西側地

区においては、令和７年３月に「浪江駅西側地区整備計画」を策定し、町民や民間事

業者等との公民連携により、新たな魅力や価値を創出する共創のまちづくりを進めて

いきます。 

◆ 町では、国や県の補助事業に加え、水道光熱費、食材購入費等への独自の補助事業

により、町内での事業再開・創業の支援を行うとともに、町内の経済活性化のため、

プレミアム付商品券を発行してきましたが、今後は、より自立的な事業継続に向けた

支援が必要となっています。 

◆ また、浪江駅周辺を中心とする中心市街地での商店街の再生に向け、商工会等関係

機関との更なる連携を図る必要があります。 

◆ 産業再生に重要な物流環境の回復については、これまで町内事業者が連携し、共同

配送事業を行いながら、物流業者に対して路線便の回復を要請してきたことにより、

一部が回復しましたが、本格的な環境回復に向け、引き続き取り組む必要があります。 

  

施策２ 新たな産業と雇用の創出 

現 状 と 課 題 

浪江駅西側地区整備計画 浪江駅周辺整備の様子（令和 7年 11月現在） 
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◆ これまで行ってきた支援施策により、町内事業者に対する継続支援効果が一定程度

見られました。今後とも、事業再開・創業を促進するため、福島相双復興官民合同チ

ーム、商工会等関係機関と情報交換を密に連携し、事業者に寄り添った相談体制の強

化を図るとともに、様々な機会を捉え支援策等についての情報を発信します。 

◆ また、事業再開・創業の際に活用できる国・県補助金等の支援の継続を求めるとと

もに、町内での事業継続ができるよう、事業者ニーズに対応した支援策や物流環境の

改善についても引き続き取り組んでいきます。 

◆ また、浪江駅周辺整備事業やＦ－ＲＥＩの立地を活かし、町の商業活性化のために

浪江駅周辺の中心市街地をはじめ町内での商業・事業の再開や創業支援について商工

会等関係機関と検討を進め、商業機能回復による町の再生を図っていきます。 

 
 

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ア 町内での事業再開・新規開業・継続経営への支援 

 

（１）商工業の振興 
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（２）企業誘致の推進 

◆新たな産業の誘致を推進します 

 

◆ 藤橋産業団地、北産業団地及び棚塩産業団地、南産業団地、棚塩ＲＥ100産業団地
※を整備し、多くの新たな企業が進出しています。また、さらなる企業の受入に向け、

川添産業団地(仮称)や浪江 IＣ産業団地(仮称)、請戸産業団地(仮称)などの整備検討

を進めています。 

◆ 棚塩産業団地では、イノベ構想に基づくプロジェクトとして、世界最大級の水素製

造能力を有するＦＨ２Ｒや福島ロボットテストフィールド浪江滑走路（以下「福島Ｒ

ＴＦ浪江滑走路」という。）が運用されており、ＦＨ２Ｒでは事業者との連携による

民間主体の水素サプライチェーン※の実用化と産業集積の実現に向けた取組が進め

られています。また、将来的なＣＬＴ※（直交集成板）製造を視野にいれたＦＬＡＭ

を整備するなど、様々な先進施設や研究機関が集積する知と産業技術の先端拠点が形

成されはじめています。 

◆ 町内ではイノベ構想に基づくプロジェクトを核として、水素利活用拡大に向けた

様々な実証やドローンのテスト飛行等先進的取組も実施されており、町内の経済・産

業に好影響を与え、魅力的な雇用の場の形成に貢献しています。 

◆ 今後とも、適切な産業用地の確保とイノベ構想やＦ－ＲＥＩの立地、「浪江国際研

究学園都市構想※」に基づくプロジェクト関連産業の誘致とともに、地域課題の解決

や地域経済への波及効果を促進するため、プロジェクト関連産業と地場産業との連携

をより一層推進していく必要があります。 

  

現 状 と 課 題 

F-REIの整備イメージ 浪江国際研究学園都市構想 
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◆ 町民の帰還や移住・定住の推進には、魅力ある仕事づくりが必要です。ＦＨ２Ｒや

福島ＲＴＦ浪江滑走路、Ｆ－ＲＥＩ等が立地する魅力ある研究・実証環境の発信と国・

県等の各種復興関連支援制度を活用し、積極的な企業誘致を継続し、雇用の場の確保

と地域経済の再生に取り組みます。 

◆ 事業者、大学等との連携による地域課題解決に向けた実証事業の展開やドローンの

研究開発・テスト飛行、新たなモビリティサービス※及び水素関連の実証、あわせて

立地企業との連携によるカーボンニュートラル※に向けた蓄電池関連産業の集積や

低炭素素材・資材等の研究開発・実用化、実験・実証の可能性を拡大する規制緩和や

特区化に向けた国・県への働きかけなどのイノベ構想の実現に向けた取組を推進しま

す。 

◆ Ｆ－ＲＥＩと連携し、５つの研究分野(ロボット／農林水産業／エネルギー／放射

線科学・創薬医療、放射線の産業利用／原子力災害)に関する知見、研究成果の発信

による、関連産業の誘致拡大及び地元企業との連携強化に取り組みます。また、町内

における様々な課題解決に資するＦ－ＲＥＩの最先端技術の社会実装が図られるよ

う、「浪江国際研究学園都市構想」で示された「郊外拠点※」の考え方の下、実証ほ場

や産業団地等の環境整備を進めていきます。 

◆ 町内で活動する企業や大学等が入居する産官学連携施設※を整備し、イノベ構想関

連企業や大学と町内事業者のマッチングを促進することで、新たな産業を継続的に生

み出す環境サイクルを構築します。 

◆ 企業誘致を強力に推進するため、新たな産業団地の整備をはじめ、町独自の企業立

地・雇用創出支援により、産業団地以外の町内への企業誘致にも積極的に取り組みま

す。 

◆ 関係団体が主催する企業立地セミナー等に参画・出展するほか、自主的な企業訪問

を行い、本町への立地の優位性等をＰＲしながら、地域産業に寄与する企業誘致を戦

略的かつ積極的に推進します。 

 

目指す姿と取組 

（２）企業誘致の推進 

 
 イ 企業誘致活動の強化 

 

 ア 町内での企業や大学の研究活動・実証の推進 

施 策 の 展 開 
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（３）就労支援・人材育成 

◆町内事業所の従業員の確保や、町内就労希望者への支援、将来の浪江町を

担う人材の育成・確保に取り組みます 

 

◆ 新たな企業の進出による雇用の場を確保するため、産業団地を整備しています。 

◆ 勤労者福祉センター内にハローワークの派出となる浪江町地域職業相談室を設置

し、専門相談員が職業相談、職業紹介を行っています。また、地域おこし協力隊の制

度を活用し、復興に関する取組の担い手の確保とともに、後継者不足に悩む大堀相馬

焼の窯元へ隊員を派遣し、町の伝統や技術を受け継ぐ担い手の確保に取り組んでいま

すが、任期終了後の町への定着が課題となっています。 

◆ さらに、関係機関（浪江町地域職業相談室、福島広域雇用促進支援協議会、ふくし

ま生活・就職応援センター等）と連携して就職相談会、企業説明会・面接会、技能習

得支援などの実施や情報提供を行い、就労支援をしています。 

◆ 今後とも積極的な企業誘致活動や事業者の再開・創業支援を行い、帰還町民や移住・

定住者に向けて働く場を確保していくことが必要です。あわせて、高校生や若者、高

齢者、障がい者、外国人など、あらゆる方々が働くことへの達成感を感じながら暮ら

すことができる環境づくりに取組む必要があります。 

◆ Ｆ－ＲＥＩの立地を受けて、Ｆ－ＲＥＩや大学などとの連携により、小中学生に科

学の楽しさを知ってもらう体験教室や町民・商工会員向けのセミナーを開催していま

す。水素の利活用推進やイノベ構想及びＦ－ＲＥＩにおける研究開発の成果を踏まえ

た産業振興・社会実装に向けて、その担い手となる人材の育成も求められます。 

  

現 状 と 課 題 

浪江町地域職業相談室(ハローワーク相双) 就職面接会 
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◆ 浪江町地域職業相談室等関係機関と連携し、職業相談や求人検索・紹介等様々な就

労支援の拡充を図るとともに、きめ細かな情報提供に取り組みます。 

◆ 後継者の確保の課題に対して、地域おこし協力隊制度等を引き続き活用し、町の重

要な産業の担い手の確保と育成に取り組みます。 

◆ さらに、帰還・移住、年齢、性別を問わず、誰もが働く機会を得られるよう、積極

的な企業誘致活動を行うとともに、事業再開・創業しやすい環境整備を行い、就労機

会を創出します。高齢者には、生きがいづくりのため軽作業などの雇用の場を創出し

ます。 

◆ 誘致企業や事業者の人員確保のため、県と連携し高校生や大学生等を招いた企業案

内会や合同での開催、さらには関係機関による人材確保・第二新卒・セカンドキャリ

ア支援などを積極的に進めていきます。 

◆ 産学官の連携や新規参入・事業拡大を目指す企業の人材育成支援、若者が先端技術

にふれあう機会の提供により、将来の浪江町を担う人材を育成します。 

 

 
  

目指す姿と取組 

 イ 将来の浪江町を担う人材の育成・確保 

 

 ア 就労支援の充実 

 

施 策 の 展 開 

（３）就労支援・ 

人材育成 
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（４）観光・交流の推進  

◆町の賑わいを創出する様々なイベントの開催や町の魅力、復興の様子 

等の情報発信に取り組み、関係交流人口の拡大を推進します 

 

◆ 令和３年３月に復興のシンボルであり、町の魅力を発信する交流・情報発信拠点で

ある道の駅なみえが産地直売所、キッズスペース（遊び場）、フードテラス、ベーカ

リー、陶芸体験も可能な地場産品販売施設（酒蔵等）を備えてグランドオープンしま

した。 

◆ 道の駅なみえの交流広場では定期イベントを開催しています。さらに、町では多様

なイベントの開催や県外各地物産展への出展を行っています。また、様々な機会を捉

えてＰＲ動画・パンフレットを活用するとともに、町を応援するアイドルや団体と連

携して町の魅力を全国各地に発信しています。 

◆ また、十日市や相馬野馬追など伝統行事や春・夏・秋まつりなど様々なイベントの

開催により、町民が町内で交流する機会が増えてきています。さらに、町内の宿泊拠

点として福島いこいの村なみえの再開や民間ホテルの創業など、町民や訪問者が町に

滞在できる環境が整いました。福島いこいの村なみえ周辺は桜・つつじの名所として

も知られる丈六公園や、高瀬野球場も整備され、レクリエーションにも適した場所と

なっています。 

◆ 今後は、移住・定住に向けたきっかけにもなる、国内外からの交流人口や関係人口
※の拡大につなげるため、明確なビジョンのもと、民間事業者などと連携し、道の駅

なみえを軸に、震災遺構浪江町立請戸小学校等アーカイブ施設※、福島県復興祈念公

園、先端的なイノベ構想関連施設、観光資源等を活用して、町に訪れたくなる、町な

らではの体験を味わえる仕組や体制づくりが必要です。 

  

現 状 と 課 題 

 

十日市 相馬野馬追 



 
 

 

 

47 

 

 

 

◆ 地域づくりを住民、事業者、県や周辺自治体と一体となって推進するための観光振興

のあり方や取組をまとめたビジョンの策定等を検討します。 

◆ 道の駅なみえは交流・情報発信拠点として機能を発揮するほか、いつでもふるさとに

気軽に立ち寄れる町民の交流の場として、さらには、イノベ構想や先端技術による水素

社会の実現への取組等を体感できる展示を活用して、視察・教育の場とします。 

◆ また、道の駅なみえを軸に、被災経験を伝える東日本大震災・原子力災害伝承館・震

災遺構浪江町立請戸小学校・丈六公園・福島県復興祈念公園、陶芸の杜おおぼり、先進

的な取組のイノベ構想関連施設、さけやな場をはじめ、今後再開を目指す高瀬川渓谷、

海水浴場などの観光・交流資源を有機的に結びつけ魅力を発信します。 

◆ ＦＨ２Ｒを核とした「なみえ水素タウン構想※」に基づく、水素社会実現に向けた

先進的な取組を体感できる展示紹介施設等の検討やホープツーリズム※など周辺自

治体や関係団体との連携を深め被災地域を学びの場とする広域観光周遊ツアー等を

民間企業と連携しながら作成するとともに、社員研修や修学旅行での来訪等へのニー

ズや観光商品としての販路についても調査・検討し、周遊観光の強化を図ります。 

◆ さらに、多様なイベントの開催や伝統行事等の再生と魅力向上、農業や陶芸など体

験型観光の充実、学生や町外の方々との交流を推進するとともに、町の魅力をＰＲす

る動画・パンフレット等コンテンツ※の充実や行政・団体・町民の協働による観光人

材の確保・育成と観光組織体制の構築を検討します。加えて町のイメージアップキャ

ラクターを活用するとともに、町の復興を支援するアイドルや団体等と連携し、様々

な機会を捉えて全国各地へ町の魅力を広める活動を進め、関係・交流人口の拡大を図

ります。 

◆ また、外国語併記の案内板設置や外国語の観光パンフレットの配布等、受入体制の

整備を推進します。 

 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ウ 周遊観光の推進及び誘致宣伝の強化 

 イ 観光・交流イベントの充実 

 ア 観光振興のあり方の検討 

（４）観光・交流の推進 

 

 エ 広域連携による観光・交流の推進 
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49 

     

 

 
 

復興の基本方針Ⅱ 未来を担う人づくり   

         

  
施策１ 子育て環境・学校教育の充実 

  

    

    (1) 子育て環境の充実 

子育て環境の充実により、子育てしやすいまちづくりに取り組みます。 

(2) 学校教育の充実 

学校教育の充実により、未来を担う人材の育成に取り組みます。 

  

      

    
  

       

  
施策２ 生涯学習環境の充実 

  

    

    (1) 生涯学習環境の充実 

生涯学習に取り組める環境の充実により、町民の健康づくりと生きが

いづくりを推進します。 

(2) 文化財保護・伝統芸能の継承 

文化財保護・伝統芸能の継承支援により、町の豊かな文化の継承に取

り組みます。 

  

      

       

  
施策３ 震災の記憶の伝承 

  

    

    (1) 震災の記憶の伝承 

震災の記憶の伝承に取り組みます。 

  

      

 

  

 

未来を担う人づくり 第２章 
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（１）子育て環境の充実 

  ◆子育て環境の充実により、子育てしやすいまちづくりに取り組みます 

 
◆ 令和６年度に「浪江町こども計画」を策定し、次代を担う子どもたちが健やかにの

びのびと育っていくために、すべての子どもと子育ての段階に応じた支援の総合的な

取組を推進しています。 

◆ 子育て世代が安心して子育てするためには、妊娠期から出産期、新生児期からの子

どもたちの成長過程に応じて、子育て環境への不安の解消や経済的負担の軽減などの

支援体制が必要です。また、令和６年３月に実施した「子育てに関するニーズ調査」

では、「子育て支援で期待すること」として「小児医療体制の整備」、「地域の保育サ

ービスの充実」、「子どもが安心して遊べる施設の充実」が多く回答されており、こう

した子育てニーズに対応していくことが求められています。 

◆ さらに、子どもたちの健全な精神や心の豊かさを育んでいくためには、子どもたち

が様々な体験ができる機会、様々な世代との交流ができる機会が必要であるとともに、

心身の健康に関することや学校生活、家庭のことでの悩みについて相談しやすい環境

の整備が重要です。 

◆ また、Ｆ－ＲＥＩをはじめとした多様な主体の活動に伴い居住する国内外のすべ

ての人(障がい者・外国人・高校生など)にとって暮らしやすい環境を整備していくこ

とが求められます。 

◆ そのため、就園前の子どもたちと保護者の支援については、町内に開園した浪江に

じいろこども園での一時預かりや子育てサロン等の交流会を実施しています。また、

令和４年６月には乳幼児から小学生まで遊べる、ふれあいげんきパークを整備し、子

育て相談やイベントを開催しています。 

◆ 浪江にじいろこども園の受入定員は 90 人と設定していますが、一部の年齢では

年々受入定員にひっ迫しています。今後も入園希望者の増加が予想されるため、園舎・

園庭の増築を進めています。 

  

施策１ 子育て環境・学校教育の充実 

現 状 と 課 題 

浪江町こども計画 ふれあいげんきパーク 
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◆ 子育て世代への支援として、浪江町こども家庭センターを教育総務課内に設置し、令

和６年度に運営を開始しました。今後は、当センター及び新たな子育て支援拠点を中心

に、広く子育て情報等を発信しながら保健、医療、教育など町内外の関係機関と連携し、

すべての妊産婦や子育て世帯、子どもへの切れ目のない一貫した相談支援等を行いま

す。 

◆ また、妊娠や出産に関する正しい知識の普及や保育を必要とするすべての家庭が利

用できる多様な保育サービスの充実と質の向上、家庭生活と職業生活の両立支援、子ど

も医療費助成等経済的支援により、安心して産み育てる環境づくりを継続します。 

◆ ふれあいげんきパークなどでの様々な世代との交流や地域との関わり、相談その

他の援助を通して、子どもとふるさととの絆の形成や心身の成長を支援するととも

に、各家庭や行政はもちろん、地域全体で連携して子どもや若者、子育て家庭、困

難や課題を有する方を見守り、支援します。 

◆ また、避難先自治体でも安心して子育てに関するサービスが受けられるよう、国・

県とともに避難先自治体へ協力を働きかけます。 

◆ 引き続きこども園の機能強化に取り組むとともに、あわせて子育てしやすい環境

づくりの充実のため更なる施設整備に取り組みます。 

◆ 学校周辺を教育エリアとして、放課後児童クラブ※や子育て支援拠点施設、また施

設利用者と地域の方が交流できる場所の整備に取り組みます。子どもが家や学校以

外で安心して過ごすことのできる居場所として、子どもたちが共に過ごし、地域の

人と交流等ができる場の開設に、民間と連携して取り組みます。 

 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江町こども計画 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ウ 保育・子育て環境の充実 

 

 イ 子どもと家族の健康支援 

 

 ア 産み育てる環境の支援 

 

（１）子育て環境の充実 

 エ 経済的支援の継続 

 

浪江にじいろこども園 
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（２）学校教育の充実 

◆学校教育の充実により、未来を担う人材の育成に取り組みます 

 

◆ なみえ創成小・中学校が町内で開校し、町内の子どもの数は増加傾向にあります。

少人数校の特徴を活かし一人ひとりに寄り添いながら、大堀相馬焼等の体験教室や

大学の支援による被災経験を活かした防災教育、外部講師による哲学対話など町な

らではの特色のあるカリキュラムに取り組んでいます。 

◆ Ｆ－ＲＥＩの立地や令和６年３月に策定した「浪江国際研究学園都市構想」を踏

まえ、新しい産業の創出と、それを支える研究者や国際的な人材が育成の視点を取

り入れた特色ある教育環境づくりが求められています。 

◆ 町内に立地する福島県立浪江高等学校及び津島校は休校状態にあり、地域内にお

ける高等学校の再開等について引き続き県に求めていく必要があります。 

◆ 転入した子どもたちはもとより、帰還した子どもたちも町をよく知らないため、

これまで先人たちが積み上げてきた町の歴史や伝統文化等を学ぶ機会をつくり、ふ

るさとを身近に感じられるとともに、次世代へ引き継がれる取組が必要となってい

ます。加えて、町の未来を託す子どもたちの教育環境づくりには先進的な取組が必

要です。 

◆ 校舎内外・通学路の環境放射線モニタリング、スクールバスによる通学支援、ス

クールカウンセラー※・スクールソーシャルワーカー※の配置等を実施するとともに、

町外においても就学援助費、遠距離通学費助成の支給条件緩和を実施しています。

今後とも、子どもたちが安心して学べる環境づくりに取り組む必要があります。 
  

現 状 と 課 題 

 

なみえ創成小・中学校 先進的な教育（ロボット教室） 
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◆ 子どもたちが町に住んでよかった、学んでよかったと思える取組として、学校に

おいて保存団体等との連携・サポートのもと、ふるさとを学ぶ機会や復興事業（伝

統行事等）への参加機会等を充実し、町の歴史や伝統文化を次世代につなぐ活動を

続けます。 

◆ 今後は町の歴史や伝統文化、防災教育等様々な体験や学びの場の提供など、学校

教育だけでなく、地域ぐるみ、町ぐるみで学びの創出を行います。さらに、ＡＬＴ

（外国語指導助手）と連携した英語学習やタブレット端末を利用したＩＣＴ教育や

Ｆ－ＲＥＩと連携した国内外に誇れる研究開発に触れる機会づくりなど、先進的な

教育環境の充実に取り組みます。 

◆ 子どもたちが「確かな学力」を身につけ、自らの進路を主体的に選び実現する力

を育みます。学力とは、知識に加え、課題を見つけ、考え、表現し、協働する力を含

むものであり、地域ぐるみでその基盤を築いていきます。地域の力を結集し、子ど

もたちの可能性を最大限に引き出す教育を推進していきます。 

◆ 子どもたち一人ひとりに寄り添った手厚い教育に取り組んでおり、児童生徒数は

徐々に増加傾向にあるため、行財政運営状況を踏まえながら、必要な小中学校及び

施設の整備等の検討を進めます。 

◆ 浪江町を含む双葉郡内における高等学校の再開や、Ｆ－ＲＥＩの立地を踏まえ、

多様な教育機関を誘導するため、双葉郡内及び近隣市町村と連携し、関係機関への

働きかけを継続的に行っていきます。 

◆ 経済的支援では、町内外を問わずこれまでの就学援助など各種助成制度の内容を

見直しながら支援を継続します。 

◆ 学校活動に地域ボランティアの方などの協力を得る等、協働の観点を取り入れ、

地域と学校の関係構築を推進します。 

 

  

目指す姿と取組 

 イ 安心して学習できる環境整備 

 

 ア 学習環境の充実 

 

（２）学校教育の充実 

 ウ 経済的支援の継続 

 

施 策 の 展 開 
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（１）生涯学習環境の充実 

◆生涯学習に取り組める環境の充実により、町民の健康づくりと生きが

いづくりを推進します 

 

◆ 町内では、公民館事業としてモルック※やｅスポーツ※をはじめ、ハイキングや乗

馬体験など、世代を超えて参加できる多種多様な教室や体験事業を実施しています。

また、町民が気軽に学び、集い、交流できる場としての図書館機能の充実に取り組

んでいます。町外の交流館や復興公営住宅等では、趣味の同好会等の交流を図りな

がらコミュニティ形成を図ってきました。 

◆ 震災前に開催されていたグラウンドゴルフ、ゴルフ、バレーボール、野球等の大

会が再開し、多くの町民が参加しています。スポーツ振興の拠点である浪江町地域

スポーツセンターやふれあい交流センターにおいては、各種サークル活動等を通じ

た健康づくりを町民主体で実施しています。さらに、防災機能を備えた広場、復興

海浜緑地ではパークゴルフ場の整備を進めています。 

◆ 芸術文化の振興と発展を図ることを目的として、浪江町芸術文化団体連絡協議会

が主体となり、芸能祭などで日頃の活動成果の披露を行っていますが、震災による

長期避難の影響等で震災前と比較して活動団体数が減少している状況です。 

◆ 今後はＦ－ＲＥＩをはじめとした、多様な主体の活動に伴い居住する国内外のす

べての人が生涯学習に進んで参加できるような環境づくりが求められています。 

 

現 状 と 課 題 

 

施策２ 生涯学習環境の充実 

高瀬球場 多種多様な教室（英会話教室） 
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◆ 整備・復旧した運動施設の活用を図り、町民の健康づくりと生きがいづくりを推

進します。さらに、町民ニーズを反映した公民館事業を実施し、世代を超えた交流

と生涯学習の機会を提供するとともに、学習・交流の拠点となる図書館の充実を図

ります。 

◆ また、震災前に町内で実施していた各種競技大会など町民が一体となり楽しく参

加できるスポーツ・イベントの再開・創出に努めるとともに、芸能祭など各種活動

への支援を通して町民の生きがいづくりを推進します。 

◆ 「浪江国際研究学園都市構想」に掲げる「多様な主体が共生する持続可能なまち

づくり」の理念を踏まえ、町民同士が国籍等に関わらず交流・相互理解を深められ

るよう支援し、団体の育成を支援します。 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江国際研究学園都市構想 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ア スポーツによる体力の向上
（１） 生涯学習環境の 

充実 
 イ 生涯学習を通じた生きがいづくりの推進 

 

ア 就労支援の充実 
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（２）文化財保護・伝統芸能の継承 

◆文化財保護・伝統芸能の継承支援により、町の豊かな文化の継承に取

り組みます 

 

◆ 指定文化財※については、震災による影響等により修復・保全が必要なものについ

て、県や民間団体の助成制度を活用し随時修復・保全を進めています。 

◆ また、これまでふれあいセンターなみえ等に保存していた、遺跡からの出土品、

民具、寄託を受けた物品・資料等について、新たに整備された文化財収蔵庫への移

管とともに、今後の利活用に向けた検討を進めていく必要があります。 

◆ 伝統芸能については、町内各地区の保存会による田植踊や獅子神楽等の継承活動

が町内で行われるようになってきたところです。 

◆ 町では、活動費の助成、用具類の保管、披露の場づくり等の支援のほか、活動中断

後でも将来復活が可能となるよう、記録映像等の作成支援に取り組んでいます。今

後も町の歴史と文化の継承を図るため、町内各地区の保存会の状況に応じた支援の

継続とともに、新たな担い手の確保・育成にも取り組んでいく必要があります。 
  

現 状 と 課 題 

 

安波祭（町指定無形民俗文化財） 獅子神楽 
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◆ 町の豊かな歴史と文化を後世に引き継ぐため、指定文化財を中心に修復・保全を

継続するほか、町内で進む復興関連事業・住宅再建等開発事業と遺跡（埋蔵文化財）

の保護の両立を図りながら、発掘調査成果を還元するための現地説明会や遺物等の

展示に取り組みます。 

◆ 伝統芸能については、保存団体が継続できるよう、芸術文化団体連絡協議会と保

存団体との対話や移住者や関係人口などの保存団体とのマッチングを支援するとと

もに、活動費用の助成、伝承用記録映像作成の支援、披露機会の確保等を継続して

実施します。また、学校関係者との連携により、児童・生徒に向けた伝統文化教育

を実施します。 

◆ あわせて、歴史や文化の継承の基となる文化財の活用に向けて、収蔵環境の整備

とともに今後も寄託される物品・資料の受入・整理に取り組みつつ、文化財の展示

など検討します。 

 
  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ア 文化財の保護 
（２）文化財保護・ 

伝統芸能の継承 
 イ 伝統芸能の継承 
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（１）震災の記憶の伝承 

◆震災の記憶の伝承に取り組みます 

 
◆ 震災により、多くの生命と財産を奪われた本町において、地震・津波・原発事故に

よる災害の記憶と教訓を風化させることなく伝承し、後世の人々の防災・減災の意

識向上につなげることが重要です。 

◆ 犠牲者に対し哀悼の意を表するとともに、過酷な被災経験を二度と繰り返させな

いため、平成 24 年から毎年３月に浪江町東日本大震災追悼式を執り行ってきまし

た。 

◆ 災害の脅威や教訓を伝える場として震災遺構浪江町立請戸小学校を令和３年10月

から一般公開しているほか、先人を敬う鎮魂の場と被災の記憶を継承する場として、

令和４年３月に請戸地区共同墓地跡に先人の丘を整備しました。震災遺構浪江町立

請戸小学校は劣化が進んでおり、時間経過も含めた姿を保ちつつ、来場者の安全確

保を図っていくことが求められています。 

◆ 避難地域１２市町村の教員に対し、震災の記憶の伝承と学習指導の検証を目的と

した研修を実施しており、震災体験や復興の歩みを通じて、命の尊さや郷土愛を育

むための学習を行っています。 

◆ 震災の慰霊碑として建立した大平山霊園は、被災した請戸地区全域と福島第一原

子力発電所を望む、震災の爪痕を伝える最も象徴的な場所であることから、震災の

記憶と教訓の学びの場として活用しています。 

◆ あわせて、町内にあった各小中学校の校歌を記録（ＣＤ化）するとともに、解体前

の校舎内部をＶＲ（仮想現実）システムを活用したデジタルデータで保存しました。

このほか避難の記録や復興の歩みをまとめた震災記録誌を作成しました。 

◆ 今後は、東日本大震災・原子力災害伝承館（双葉町）や福島県復興祈念公園等アー

カイブ施設を有する県や周辺自治体との広域連携により一層効果的な震災伝承・防

災教育・情報発信を行うことが求められています。 
  

施策３ 震災の記憶の伝承 

現 状 と 課 題 

 

震災遺構浪江町立請戸小学校 福島県復興祈念公園 

※完成イメージパース 
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◆ 震災の教訓・記憶を後世の人々に伝承するため、数ある震災遺構の中で、地震・津

波に加え原発事故の脅威を伝えることができる数少ない場所である震災遺構浪江町

立請戸小学校について、適切な点検・修繕を図りながら、伝承活動、防災教育等の

取組を進めます。 

◆ 令和２年９月に東日本大震災・原子力災害伝承館が開館し、さらに福島県復興祈

念公園等、世代を超えて震災を伝承する施設などの整備が進みます。周辺自治体と

の広域連携と合わせて、町民の語り部の育成・震災を経験した町民との連携により、

効果的な震災伝承と防災教育等を図るとともに、町の復興状況について国内外への

情報発信に取り組みます。 

 
  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ア 震災の記憶を保存する取組

（１）震災の記憶の伝承 

 イ 震災の記憶を伝承する取組の推進 
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復興の基本方針Ⅲ 帰還困難区域の再生と住みよい環境づくり   

       

  
施策１ 帰還困難区域の再生 

  

    

    (1) 帰還困難区域・特定復興再生拠点区域の再生 

特定復興再生拠点区域の整備を進めるとともに、全域避難指示解除

に向けた取組を行います。 

  

      

      

       

  
施策２ 社会基盤の維持・整備 

  

    

    (1) 浪江駅周辺を核とした中心市街地整備 

浪江駅周辺を核とした復興を加速化させる中心市街地機能の整備に取

り組みます。 

(2) 上下水道の整備 

町民が安全で安定した水を使えるように取り組みます。 

(3) 交通網の充実 

町内の道路整備や公共交通の充実により、便利で機能的なまちづく

りに取り組みます。 

  

      

       

  
施策３ 防災・安全の強化 

  

    

    (1) 防災・安全の強化 

震災の教訓を生かした防災・安全のまちづくりに取り組みます。 

(2) 防犯・防火・交通安全の強化 

犯罪や火災、交通事故の少ない、安心して暮らせるまちづくりに取

り組みます。 

  

      

       

  
施策４ ゼロカーボンシティの推進 

  

    

    (1) ゼロカーボンシティの推進 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、再生可能エネルギーの地産地

消や水素の利用等を推進します。 

  

      

 

 帰還困難区域の再生と 
住みよい環境づくり 

第３章 
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（１）帰還困難区域・特定復興再生拠点区域の再生 

◆特定復興再生拠点区域の整備を進めるとともに、全域避難指示解除に 

向けた取組を行います 

 

◆ 平成 29年に避難指示解除準備区域と居住制限区域の避難指示が解除され、その後、

令和５年に特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されています。さらに、特定復

興再生拠点区域外の避難指示解除に向けて、令和６年に特定帰還居住区域復興再生

計画が国に認定されました。 

◆ 2020 年代をかけて、帰還意向のある住民全員が帰還することができる環境整備を

目標とした除染やインフラ復旧等の事業を進めていくとともに、「浪江国際研究学園

都市構想」において位置づけられた、地方ならではの自然を感じる生活環境を活か

した郊外型のライフスタイルの場「郊外拠点」の形成に向け、環境の整備や土地利用

の促進が求められます。 

◆ 特定帰還居住区域に指定されていない農地、事業用地等の帰還困難区域について

も早期に除染・避難指示解除に向けた方向性を示していくとともに、立入条件の緩

和等について検討していく必要があります。 

◆ 町の帰還困難区域の約９割を占める山林について、早急に森林の管理方針を示す

よう国に求めています。 
 

  

施策１ 帰還困難区域の再生 

現 状 と 課 題 

 

津島稲荷神社 津島地区田植え 
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◆ 政府は、令和元年 12月に閣議決定した、「復興・創生期間」後における東日本大震

災からの復興の基本方針の中で、『帰還困難区域については、「たとえ長い年月を要

するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任

をもって取り組む」との決意の下、対応を検討する必要がある。』と定めました。ま

た、令和７年６月の同基本方針の変更においても復興・再生に向けて『第２期復興・

創生期間以降も引き続き国が前面に立って取り組む。』とされています。この政府方

針の実現を強く求め町として、一日も早い町全域の避難指示解除を目指します。 

◆ 特定帰還居住区域については、帰還意向のある住民全員が帰還することができるよ

う除染やインフラ復旧等の事業を進め、2020年代の避難指示解除を目指します。 

◆ 帰還困難区域への立入制限の緩和については、防犯上の観点等に留意しながら、地

域住民の意向を確認し、検討していきます。特定復興再生拠点区域の避難指示解除

と拠点施設整備を活かし、「浪江国際研究学園都市構想」における実証ほ場や産業団

地などの「郊外拠点」の形成に向け、生業の再開、新規創業等による人の交流・活動

の活発化を推進します。 

 

関連する 

主な個別計画 

● 浪江町帰還困難区域復興再生計画 

● 浪江町特定復興再生拠点区域復興再生計画 

● 浪江町特定帰還居住区域復興再生計画 

● 浪江町環境基本計画 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

（１）帰還困難区域・特定 

復興再生拠点区域の再生 
 イ 帰還困難区域の立入支援 

 ア 全避難指示解除に向けた取組 

 

 ウ 特定復興再生拠点区域の再生・整備 
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（１）浪江駅周辺を核とした中心市街地整備 

  ◆浪江駅周辺を核とした復興を加速化させる中心市街地機能の整備に 

取り組みます 

 

◆ 中心市街地においては、長期間管理不能であったことにより荒廃が進んだ住宅、事

務所、店舗などの解体が進み、空洞化が著しい状況にあります。中心市街地を再生

させるには、商圏の喪失、働き手不足、物流の回復、再建資金の調達など課題が山積

しています。 

◆ 町外から多くの来訪者を誘導するため、浪江駅周辺を「町の顔」として早期に整備

する必要があります。中心市街地の再生については、平成 28年度に町民参加型で「浪

江町中心市街地再生計画」を策定しました。「みんなが集い、快適な暮らしとにぎわ

いのあるまちなか創生」を基本理念として、「安全・安心のまちづくり」「暮らしやす

いまちづくり」「集う・にぎわう・つながるまちづくり」「浪江らしさがあるまちづく

り」を中心市街地再生の目標に掲げ、町民、事業者、商工会、ＪＲ東日本等関係機関

と連携し、回遊性のあるまちづくりを進めていく必要があります。 

◆ その具体化として、平成 29年度に作成した「浪江町中心市街地再生計画実施計画」

に基づき、浪江駅周辺を核とした中心市街地の再生に向けて、地権者の意向把握、

町内外の企業への進出等のアンケート調査を実施し、令和２年度に、国の一団地の

復興再生拠点整備制度を活用した新たな市街地整備のための土地利用計画等の作成

を行いました。 

◆ また、浪江駅周辺の再生に係る各種計画（浪江駅周辺エリアのまちづくりビジョン、

浪江駅周辺整備計画、浪江駅周辺グランドデザイン基本計画、浪江駅西側地区整備

計画）の策定や景観条例の制定、Ｆ－ＲＥＩ整備の推進、「浪江国際研究学園都市構

想」によるタウンセンターの形成など、浪江町中心市街地の再生に向けた取組が動

きだしています。 

  

施策２ 社会基盤の維持・整備 

現 状 と 課 題 

 

浪江駅周辺整備事業 浪江駅西側地区共創会議 
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◆ 町の復興を加速化させるため、まちづくりの核となる「浪江町中心市街地再生計画」

を実現する必要があります。そのため、生活に必要な機能の中心市街地への集約や

遊休施設、空き地等地域資源の活用等により、浪江駅周辺を中心とした区域に、駅

東西自由通路、店舗、オフィス、住宅等様々な機能の集積や道路整備を進め、誰もが

住みやすい快適な暮らし、商業機能の活性化、にぎわいの回復等につながる中心市

街地整備を進めます。 

◆ さらに、商工会や各種団体等との連携強化を図り役割分担を明確にし、失われた商

業の再生を進めるとともに、道の駅なみえ、浪江町地域スポーツセンター、ふれあ

いセンターなみえとの連携や、持続可能なまちづくりを進めるために民間事業者や

町民の積極的なまちづくりへの参画を促す共創の仕組み※を構築し、「浪江駅西側地

区整備計画」によるＦ－ＲＥＩ施設などと連携した中心市街地再生の取組を展開し

ます。 

 

関連する 

主な個別計画 

● 浪江町中心市街地再生計画 

● 浪江町中心市街地再生計画実施計画 

● 浪江駅周辺エリアのまちづくりビジョン 

● 浪江国際研究学園都市構想 

● 浪江駅西側地区整備計画 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ア 浪江駅周辺を核とした中心市街地整備 

 

（１）浪江駅周辺を核と 

した中心市街地整備 
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（２）上下水道の整備 

◆町民が安全、安心な水を、安定して使えるように取り組みます 

 

◆ 上水道については、帰還困難区域等の未復旧があるものの、解除区域では通水可能

となっています。しかし、利用人口が少ないため、使用料収入で施設や管路の更新、

維持管理費を賄うことが困難であり、減収分の損害賠償がないと運営できない等、

経営環境は大変厳しい状況が続いています。今後は、水道施設の老朽化対策、耐震

化への対応を含めて、施設の更新を計画的に実施していく必要があるとともに、将

来の利用人口に対応した持続可能な事業経営が必要です。 

◆ 町内３か所の全取水場で 24 時間のモニタリングを行い、放射性物質濃度測定結果

を町のホームページ（以下「ＨＰ」という。）や広報紙等により情報発信しています。 

◆ また、ＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）の規制が世界的に厳格化されてきており、測

定基準への追加など安全性を確保するための対応が求められています。本町では、

令和６年度より水質検査における調査項目に、ＰＦＡＳのうち難分解性・高蓄積性、

長距離移動性という性質があり、国際条約で製造・輸入等が制限されているＰＦＯ

Ｓ（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びＰＦОＡ(ペルフルオロオクタン酸)を

追加しています。 

◆ 浪江町の上水道は、阿武隈高地の豊かな伏流水を水源としています。岩盤と粘土層

に挟まれた砂礫層や砂層によって自然にろ過され、良質な水質が保たれています。

降雨不足等の影響を受けにくく、年間を通して安定して供給できています。また、

上水道を使用した「ＮＡМＩＥ ＷＡＴＥＲ」はモンドセレクション金賞を３年連続

で受賞するなど、軟水のまろやかな味わいと安全性が高く評価され、各種イベント

等でＰＲしています。 

◆ 下水道については、一部地域の避難指示解除に合わせて施設を復旧しました。しか

し、利用人口が少ない状況のため、使用料収入で施設の維持管理費を賄うことが困

難であり、減収分の損害賠償がないと運営ができない等、経営環境が大変厳しい状

況が続いています。これまで、高瀬地区の農業集落排水区域の統合等を行ってきま

したが、持続可能な経営のためには、将来人口に対応した処理槽の復旧、今後、耐用

年数を迎える施設や管路の更新等について、効率的な実施が必要です。 

◆ 合併処理浄化槽※については、整備費用を設置者に補助することにより普及促進に

努めています。 

◆ 令和５年に避難指示が解除された特定復興再生拠点区域や 2020 年代をかけて避難

指示解除を目指す特定帰還居住区域のほとんどは、上水道の供給エリア外のため、住

民の帰還希望に応じ、町が井戸の掘削を行って生活用水の確保を支援しています。 
  

現 状 と 課 題 
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◆ 上水道については、帰還困難区域の解除時期に合わせて、管路の復旧を実施します。

小野田水系の施設更新を行いましたが、老朽化が進んでいるその他施設の更新、管

路の耐震化等の費用が多額となることから、計画的な整備により費用削減に努めま

す。 

◆ 将来の利用人口に対応した持続可能な事業経営に向けて施設統合等を進めるとと

もに、国の補助事業等の活用により財源を確保し、整備の合理化など、水道経営の

健全化に努めます。さらに、原発事故に伴う水道料金の減収分については、適切な

賠償を受けられるように東京電力に求めていきます。 

◆ 町民の放射性物質に対する不安の解消のため、引き続きモニタリング及び測定、広

報紙等による情報発信を行います。 

◆ ＰＦＡＳの測定基準の追加、情報発信により、安全確保に努めます。 

◆ 下水道については、利用人口の状況等を踏まえ、現状に合った施設整備の復旧等、

効果的な整備を実施します。さらに、原発事故に伴う下水道使用料の減収分につい

ては、適切な賠償を受けられるように東京電力に求めていきます。 

◆ 合併処理浄化槽については、整備費用の補助により、公共衛生の増進を進めます。 

◆ 特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域の上水道の供給エリア外に帰還を希

望する住民の生活用水を確保するため、町による井戸の掘削の支援を継続します。 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江町環境基本計画 

 

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

（２）上下水道の整備 

 ア 上水道の整備 

 

 イ 下水道の整備 

小野田配水場 NAMIE WATER(なみえの水) 
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（３）交通網の充実 

◆町内の道路整備や公共交通の充実により、便利で機能的なまちづくり

に取り組みます 

 

◆ 主要な国道、県道及び町道の災害復旧工事は、令和元年度までに完了しました。常

磐自動車道は平成 28年３月に全線開通し、帰還困難区域の主要な国道、県道及び町

道についても特別通過交通制度※により自動車の通行がおおむね可能となっていま

す。ＪＲ常磐線も令和２年３月に全線開通し、あわせて浪江駅を経由し東京・仙台

間を直通で結ぶ特急列車の運行再開により交通の利便性が向上しました。 

◆ 中心市街地再生や産業団地、住宅団地等まちづくりに合わせた道路の整備は今後の

課題となっています。町道については、随時、改良・補修工事を行いながら、整備・

管理を効率的・効果的に進め、利便性の向上に繋げていく必要があります。 

◆ 橋梁については、「長寿命化修繕計画」に基づく安全性・耐久性診断等点検調査の

結果、損傷等が確認されたものが多数存在していますが、定期点検調査に多額の費

用が必要であると同時に、維持・修繕についても多額の補修設計費・工事費が必要

となり、財政圧迫の要因となっています。 

◆ 町民の帰還促進を図るため国の財源により町民を対象としたデマンドタクシー※

を町内で運行していますが、将来的には、高齢者等交通弱者のニーズに対応して民

間事業者の活用や先端技術を導入した新たな移動手段の検討など地域公共交通の充

実に向けて取り組む必要があります。 

◆ 今後のＦ－ＲＥＩの立地などに伴う交通環境の充実や、震災遺構浪江町立請戸小学

校や福島県復興祈念公園などへの視察・観光需要の高まりに対応するため、空港や

都市圏、浜通り地域外とのアクセス性の向上が求められます。  

現 状 と 課 題 

 

デマンドタクシー 道路管理・補修 
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◆ 町内の交通環境の回復と機能向上、広域避難路の確保等を図るため、常磐自動車道

の複線化や主要幹線道路（国道・県道）の復旧・改良工事の早期実現に向けた要望を

継続的に実施します。また、復興の核となる中心市街地やＦ－ＲＥＩ、産業団地等

の機能を向上させるため、交通利便性と安全性を確保するアクセス道路の整備に取

り組みます。 

◆ 町道については、パトロールを定期的に実施するなど道路管理を強化し、損傷の防

止や軽減に努めます。損傷箇所については早急に補修を行うとともに、損傷の激し

い路線の道路、側溝等の整備を計画的に進めます。 

◆ 橋梁については、損傷の度合いや健全性の観点から緊急性の高い橋梁を中心に、橋

の長さ、設置場所、建設年次などの影響を考慮して優先順位を定め、適切に補修修

繕を行います。 

◆ 現状及び中長期的な各種施設立地、開発動向や避難指示解除状況等を踏まえた、町

内交通網の基盤としての道路ネットワークのあり方について検討します。 

◆ 町内の人口が着実に増えており、今後はＦ－ＲＥＩの立地に伴いさらに居住者が増

え、人の往来も一層活発になります。視察・観光需要の高まりといった社会情勢も

踏まえつつ、今後の公共交通のあり方について検討していきます。 

◆ 町内外の移動手段の確保については、町独自の公共交通としてデマンドタクシー運

行を継続しつつ、代替サービスや有償化への見直しなども検討していきます。また、

観光利用や高齢者等の交通弱者に配慮した持続可能な地域公共交通の充実に向けて

取り組みます。 

◆ ＪＲ常磐線の便数増や東京方面からの時間短縮に向けて、関係機関への要望を継続

します。 

 

関連する 

主な個別計画 

● 浪江町橋梁長寿命化修繕計画 

● 浪江町地域公共交通計画 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

（３）交通網の充実 

 ア 交通網の整備 

 

 イ 公共交通の充実 
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（１）防災・安全の強化 

  ◆震災の教訓を生かした防災・安全のまちづくりに取り組みます 

 

◆ 災害に強いまちづくりを実現するため、「浪江町地域防災計画※」の随時見直しを行

っています。また、令和３年３月に「浪江町国土強靭化地域計画※」を策定しました。 

◆ 防災施設については、室原地区に防災備蓄倉庫や避難所等を備えた防災拠点施設と

して浪江町防災交流センターが、避難所としても活用できる交流スペースと消防車

庫の機能を備えた防災コミュニティセンターが、浪江（川添）、大堀、幾世橋、苅野

の各地区に整備されました。 

◆ ハザードマップ※については、災害危険箇所、避難場所、災害対応等の状況変化に

合わせて適宜見直しを行うとともに、県と連携して原子力災害等被災の教訓を生か

した防災訓練・教育を実施するなど、町民の防災意識の啓発に努めていますが、震

災後生まれた子どもや移住者に対して、震災の記憶・経験の継承や災害時の避難方

法などの周知、防災訓練への参加促進や、町内企業等と連携した災害時対応の継続

性確保なども求められています。 

◆ また、安全・安心なまちづくりのため、町民の帰還状況等に合わせた消防団の再編

や、各地区における自主防災組織化※をはじめ、官民協働による防災組織等の体制強

化を図ることが求められています。 

◆ 町内居住者が増加してきた中、災害時の連絡体制の再構築に向けて、個人情報保護

への配慮や、行政区のあり方について検討していく必要があります。 

◆ 防災行政無線網は、震災による被害の復旧が完了し、令和元年度には完全デジタル

化を完了しており、戸別受信機を町内居住者及び事業所等に貸与配付しています。

また、昨今の大規模自然災害の頻発をふまえて、Ｊアラート※の配信システムが更改

され、より細分化された地域情報の発信が可能となっています。 

◆ 東京電力福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の廃炉については、ロー

ドマップに基づき、廃炉に向けた作業が進められています。町は東京電力より、廃

炉作業の進捗状況等の定期報告を受け通報基準に基づく連絡体制を構築することに

より、安全の確認を行っています。  

施策３ 防災・安全の強化 

現 状 と 課 題 

 

浪江町防災交流センター 災害対策本部演習 
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◆ 「浪江町地域防災計画」及び「浪江町国土強靭化地域計画」に基づき、地震、津波、
大雨等あらゆる災害に強いまちづくりを継続して進めます。震災からの復旧・復興
により整備された都市基盤を生かしながら、今後も日本海溝・千島海溝沿いや北海
道・三陸沖における地震や津波などの災害発生を常に想定し、発生した場合の被害
の最小化及びその迅速な回復に向けた対策を進めます。 

◆ 現状に即したハザードマップの見直しや、整備された浪江町防災交流センターや防
災コミュニティセンターを核とした避難体制の強化を図っていきます。 

◆ 河川の氾濫等による浸水被害を防止・軽減するため、二級河川※の早期の抜本的改
修と維持管理の強化について、管理者である県に要望を実施します。 

◆ 災害に備えて町民参加の防災訓練・教育を継続して実施し、防災意識の啓発と防災

拠点等の周知を図るとともに、災害対応を検証改善し、災害時の円滑な避難に結び
付けます。 

◆ 消防団の再編の検討や官民協働による防災組織等の育成を行い、地域の防災力の向
上を図ります。あわせて、常備消防※と消防団の連携により防災体制の強化を図りま
す。 

◆ 震災後の居住人口回復を踏まえ、個人情報保護に留意した名簿作成や連絡網の整
備・管理方法の検討にかかる支援や、企業と連携した災害時対応における体制構築
と定期的な確認業務について検討していきます。 

◆ 災害情報を正確かつ迅速に提供できるよう、多様な広報システムの整備と伝達訓練
を推進します。防災行政無線については、戸別受信機も含め適切な設備の運用及び
維持管理に努めます。また、新型Ｊアラート受信機の導入により、災害情報伝達体

制を充実します。 

◆ また、蓄電池や電気自動車による給電など再生可能エネルギーを活用した災害対応

が行える体制の構築をさらに進めます。 

◆ 廃炉については、東京電力からの廃炉作業の進捗状況等の定期報告や通報基準に基
づく連絡体制を維持し、県及び周辺町村と共に安全確認に引き続き取り組みます。 

 

 

関連する 

主な個別計画 

● 浪江町地域防災計画 

● 浪江町国土強靭化地域計画 

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

（１）防災・安全の強化 

 ア 防災対策の推進 

 

 ウ 自主防災組織の設置促進と活動支援 

 

 イ 防災情報を迅速に伝える体制 
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（２）防犯・防火・交通安全の強化 

  ◆犯罪や火災、交通事故の少ない、安心して暮らせるまちづくりに取り

組みます 

 

◆ 浪江町防犯見守り隊を組織し、町民による町の防犯パトロールや警備会社による町

内全域パトロールを 24時間体制で実施しています。また、消防団による防火パトロ

ールを実施しており、地域の安全の確保や防災の核となる消防団組織の維持に取り

組んでいます。 

◆ 町内の人口が震災前と比べ少ないことから、防犯面での不安を払拭するため、防犯

カメラを町内全域に設置し防犯対策を講じるとともに、警察署、消防署等関係機関

との連携により、町内の安全・安心の確保に取り組んでいます。 

◆ 消防団については、消火活動や災害対応のみならず、地域の防犯にも大きく寄与し

ていますが、多くの団員が町外に居住し、町内居住人口が少ない中で、町内で活動

できる団員を確保することが非常に困難な状況になっています。また、防災・安全

確保の取組を進めていくための、行政区のあり方についても検討が求められていま

す。 

◆ 消防施設については、消防力の低下を招かないよう、消防ポンプ車や消防団施設の

改修・整備を順次進めています。 

◆ 交通安全対策については、警察署と連携した交通事故防止路上啓発活動や劣化した

町道等の側溝、カーブミラーの補修等に取り組んでいますが、国道６号や 114 号等

の既存主要幹線道路に加え、常磐自動車道の開通や道の駅なみえ、震災伝承施設の

整備等に伴い、交通量が増加傾向にあることから対策の強化が必要な状況です。ま

た震災後、町内における子どもの増加を踏まえた交通安全教育の徹底が求められて

います。 
  

現 状 と 課 題 

 

浪江町防犯見守り隊 秋季検閲式（ポンプ操法） 
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◆ 町民の安全で安心な暮らしを実現するため、引き続き防犯カメラによる防犯対策を

はじめ、浪江町防犯見守り隊、警備会社の防犯パトロールや、消防団による防火パ

トロールを実施するとともに、警察署、消防署等関係機関と連携し、防犯・防火活

動の強化や交通安全対策に 24時間体制で取り組みます。 

◆ 消防団については、町内の加入促進と活動支援を継続するとともに、関係機関と連

携し、再編も含め、現状に即した持続可能な消防組織体制構築を進めます。また、

消防施設等については、適宜改修、整備を行います。 

◆ 機能別団員制度※の周知・活用や、町内居住者・従業者の消防団加入促進などによ

り、消防団組織体制の強化を図ります。あわせて、常備消防と消防団の連携により

防災体制の強化を図ります。 

◆ 交通安全対策については、警察署や交通安全協会等との連携をさらに強化し、路上

啓発活動や防災無線を使った広報活動を行います。また、カーブミラー等の交通安

全施設の整備補修に引き続き取り組むほか、子どもを対象にした交通安全教育を推

進します。 

 
  

目指す姿と取組 

 

施 策 の 展 開 

（２）防犯・防火・ 

交通安全の強化 

 ア 防火体制の強化 

 

 ウ 交通安全の強化 

 イ 防犯体制・対策の整備 
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（１）ゼロカーボンシティの推進 

◆ゼロカーボンシティの実現に向けて、再生可能エネルギーの地産地消 

や水素の利用等を推進します 

 

◆ 再生可能エネルギーを利用したまちづくりに向け、「浪江町再生可能エネルギー推

進計画」により、いこいの村なみえなど、公共施設に太陽光発電設備を設置し、再

生可能エネルギーの導入を推進しています。幾世橋住宅団地では、蓄電池とＨＥＭ

Ｓ※を導入するとともに、電気自動車（以下「ＥＶ※」という。）のカーシェアリング
※の実証を行いました。さらに道の駅なみえでは、水素、太陽光、風力発電設備等を

設置するとともに、ＣＥＭＳ※を導入し、スマートコミュニティ※を推進しています。 

◆ また、公用車としてＣО２を排出せずに使用でき、災害発生時にも電源として活用

できるＥＶや水素燃料電池自動車（以下「ＦＣＶ※」という。）を導入しているほか、

住宅用太陽光発電設備の導入や事業者向け太陽光発電設備の導入を支援することに

より、再生可能エネルギーの地産地消を推進し、町全体の理解向上に努めています。 

◆ 令和２年３月に、町は国が推進する 2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目

指すゼロカーボンシティ※を宣言しました。また、世界最大級の水素製造施設である

ＦＨ２Ｒが稼働を開始しています。さらに令和３年７月には、「なみえ水素タウン構

想」を策定し、町内の様々な分野における水素の利活用を推進することとしていま

す。 

◆ 令和５年３月には「地球温暖化対策総合計画～なみえエネルギーチャレンジ 2035

～」を策定しており、浪江駅周辺整備にかかる、再生可能エネルギーを活用した多

様な創エネ設備の導入計画が盛り込まれるなど、ゼロカーボンシティ実現に向けて、

官民一体となった再生可能エネルギーの活用やごみの適切な処理を含め、資源の効

率的利用を積極的に取り組む必要があります。 

◆ 令和６年３月には、町内の公共施設や産業団地などで再生可能エネルギーの活用を

促進するため、地域脱炭素化促進事業に基づく再エネ促進区域※を設定しました。  

施策４ ゼロカーボンシティの推進 

現 状 と 課 題 

 

ＦＨ２Ｒ 水素燃料電池自動車（ＦＣＶ） 
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◆ 効率的なエネルギー自給自足の町を目指すスマートコミュニティを継続して推進

するとともに、ＳＤＧｓ※を原動力として地域活性化や社会課題解決に向けた持続可

能なまちづくりを推進します。 

◆ 町民のみならず来訪者に対して、公共施設でのエネルギーの見える化等の情報発信

により、エネルギーの有効活用に関する意識向上を図るとともに、浪江駅周辺整備

などにおいて再生可能エネルギーの利用を進め、再生可能エネルギーの地産地消の

まちづくりを進めます。そのため、エネルギー自給自足に向けた再生可能エネルギ

ーの民間導入の支援を周辺との調和に配慮しながら推進するとともに、企業等が再

生可能エネルギーをさらに導入しやすい仕組みづくりを検討・実行します。 

◆ また、棚塩ＲＥ100 産業団地への再生可能エネルギー及び水素エネルギーの供給元

となる地域新電力事業者※との連携等に取り組みます。 

◆ さらに、ＦＨ２Ｒ製造の浪江産水素を地域内で活用する「なみえ水素タウン構想」

に基づき、水素社会実現の先駆けとなるまちづくりを産学官連携で推進し、水素を

利活用した社会をいち早く実現します。 

◆ 公共施設のＺＥＢ※化や公用車のＥＶ、ＦＣＶを積極的に導入し、省エネや脱炭素

を推進します。また、立地企業との連携によるカーボンニュートラルに向けた蓄電

池関連産業の集積、低炭素素材・資材などの研究開発・実用化等を推進します。 

◆ あわせて、ゴミステーション及びリサイクルハウス※の適切な設置や分別の徹底な

ど、適切なごみ処理、３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）運動を通した廃棄物の削

減・リサイクルの推進による循環型社会の形成等を促進します。 

 

関連する 

主な個別計画 

● 浪江町地球温暖化対策総合計画（2023年度～2030年度） 

● 浪江町再生可能エネルギー推進計画（2018年度～2027年度） 

● 浪江町環境基本計画 

  

目指す姿と取組 

（１）ゼロカーボン 

シティの推進 

 ア 地球温暖化対策の推進 

 

 ウ 地球温暖化対策の情報発信 

 

 イ 地球温暖化対策に向けた連携

推進 

 エ 廃棄物の削減・リサイクルの推進 

 

施 策 の 展 開 
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復興の基本方針Ⅳ 健康と福祉のまちづくり   

         

  
施策１ 健康づくりの推進・医療の充実 

  

    

    (1) 健康づくりの推進・医療の充実 

町民の健康づくりの推進と町内の医療の充実に取り組みます。 

  

      

       

  
施策２ 介護・福祉の充実 

  

    

    (1) 介護・福祉の充実 

高齢者等が安心して生活できるよう、介護、生活支援など切れ目の

ない福祉サービスの充実に取り組みます。 

  

      

       

  
施策３ 放射線による健康不安への対策 

  

    

    (1) 放射線による健康不安への対策 

放射線による健康への影響等の不安解消に取り組みます。 

(2) 除染の推進による安全対策 

町民の除染に対する不安解消に取り組みます。 

  

      

 

健康と福祉のまちづくり 第４章 



第３編 基本計画 
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（１）健康づくりの推進・医療の充実 

◆町民の健康づくりの推進と町内の医療の充実に取り組みます 

 

◆ 町内の医療体制については、平成 29 年３月に浪江診療所が開設したほか、二本松

市に仮設津島診療所を開所し診療を行っています。浪江診療所では開所時より高齢

者等患者数は徐々に増えており今後も地域医療体制の要として、在宅医療等の更な

る医療サービスの充実が求められています。加えて、救急医療や眼科など専門医療

に対するニーズも高まっており、県の中核病院の整備や近隣市町村との広域的な連

携が必要です。 

◆ 町民の健康維持のため、健康相談、運動や食生活の改善支援、感染症対策、心の健

康や生きがいづくりへの支援、さらに町内や避難先での総合健診等を実施し、生活

習慣病の予防・重症化防止を図るなど、健康づくりと医療の充実に取り組んでいま

す。 

◆ 県内各所でダンベル体操を中心とした健康づくりリーダーを育成し、町民同士が自

主的に健康づくりに取り組める体制づくりを行っています。今後も避難生活が長期

化する中で引き続き健康維持のための事業を充実していく必要があります。 

◆ 新型コロナウイルス感染症対策については、令和５年５月に感染症法上の分類が５

類感染症に移行し、行動制限等は緩和されましたが、今後も予防ワクチンの接種勧

奨や基本的な感染対策の周知を継続し、新型コロナウイルス感染症を含む新たな感

染症への備えを進めていく必要があります。 

  

現 状 と 課 題 

 

施策１ 健康づくりの推進・医療の充実 

浪江診療所 ノルディックウォーキング 
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◆ 町内における安定的な医療体制の構築については、国、県等の財政支援や相双地域

の医療機関との広域連携が必要不可欠になります。浪江診療所は、相双地域の医療

資源の枯渇を防ぐため、一次医療機関としての医療サービスを維持しつつ、今後は

高齢者等すべての町民が住み慣れた地域で自分らしく人生の最後まで暮らせるよう、

相双地域の医療機関や介護事業所と連携し、在宅医療と介護を一体的に提供できる

体制構築などを推進します。 

◆ 町民の健康維持のため、避難先医療機関や避難先自治体等との連携により、総合健

診等の受診率向上を図り、健診結果に基づく特定保健指導・重症化予防などの取組

を強化します。あわせて、生活習慣病の予防及び重篤化予防にも重点的に取り組み、

健康寿命の延伸を目指します。 

◆ 従来の感染症対策の継続に加え、感染症法に基づく分類が見直され５類感染症とし

て扱われるようになった新型コロナウイルス感染症のセルフチェックを支援するこ

とで、日頃から感染予防を意識する生活様式が定着するよう引き続き啓発します。

また、更なる新型感染症に備え、町民自らが積極的に感染予防できるよう公衆衛生

に関する知識の普及を図るとともに、マスク、消毒液等の備蓄に努めます。 

◆ 国民健康保険加入者の服薬指導としては多受診や重複投与の対象者に薬剤師連携

による健康管理事業を継続していきます。 

◆ 町民の健康づくりリーダーの育成を行い、町民自らが自立して健康づくりができるよ

う取り組みます。心の健康面については、心のケアセンター※など関係機関と連携し、

メンタルヘルスケア※、ゲートキーパー※養成講座等の取組を継続します。 

◆ また、生涯学習を通じて様々な生きがいづくり活動を推進し、健康で自立した生活

ができるよう、取組を拡充します。 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江町健康づくり総合計画（第 2次） 

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

（１） 健康づくりの 

推進・医療の充実 

 ア 生活習慣病の発症及び重症化

 イ 健康づくりの支援推進 

 

 エ 感染症の予防・対策 

 オ 町内の医療体制の確保 

 ウ メンタルヘルスケアの実施 



第３編 基本計画 
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（１）介護・福祉の充実 

◆町民が安心して生活できるよう、介護、生活支援など切れ目のない

福祉サービスの充実に取り組みます 

 

◆ 避難生活の長期化に伴い、独居高齢者、高齢者のみの世帯、家族と暮らしていても

日中は独居になる高齢者が増加しています。避難生活は、住み慣れた自宅を離れ、こ

れまでの日常生活環境の大きな変化を強いることから、閉じこもりや運動不足によ

る身体、認知機能の低下を引き起こし、要介護予備軍や要介護の状態に進行する高

齢者が多くいます。そのため、心身機能の低下予防、心のケア、うつ予防等の介護予

防や見守りなどの取組がより重要なものとなっており、介護・福祉サービスの充実

が一層求められています。 

◆ 介護福祉体制については、デイサービスや在宅介護事業等を行う高齢者サポートセ

ンターが、町内及び二本松市の復興公営住宅敷地内（石倉・根柄山）に整備されまし

た。さらに町内では、ふれあいセンターなみえ内のふれあい福祉センターが令和４

年６月から事業を開始しています。 

◆ 介護福祉を行うには介護人材や町民のニーズに合わせた適切なサービスの確保が

課題になっており、今後も新たな担い手を含めたサービス提供基盤の構築・強化を

図っていく必要があります。 

◆ 障がい福祉体制については、障がい者とその家族の高齢化が進んでいることから、

高齢化さらには重度化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための相談、緊急時の受

入・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりなど総合的な地域生活支援拠

点※等の整備を図っていく必要があります。 

◆ 引き続き、福祉・介護サービスを支える人材を確保していくことや、地域で支える

仕組みづくりも求められます。 

◆ 社会福祉法人博文会と浪江町社会福祉協議会、浪江町との３者による包括連携協定

を締結し、町内の介護サービス充実に向けた取組を推進していく必要があります。 

  

施策２ 介護・福祉の充実 

現 状 と 課 題 

 

ふれあい福祉センター 体操教室 
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◆ 介護福祉体制については、町民が安心して生活が送れるよう、地域包括支援センタ

ー※を中心に、地域の様々な社会資源（機関、人、団体、場所等）が連携して高齢者

を地域で支える地域包括ケア体制の推進を図り、生活支援体制の整備、相談・情報提

供の推進、高齢者の権利擁護支援及び認知症高齢者対策を継続します。また、広域連

携によるサービス提供の視点も取り入れ、近隣市町村との協力体制を強化していき

ます。 

◆ また、高齢者の孤立防止及び生活の変化による不安や不活発等をできる限り軽減す

るため、民生委員、社会福祉協議会、避難先自治体等と連携し、訪問による見守りや

相談等の支援を行います。 

◆ 高齢者の介護予防については、運動や社会参加の機会を提供し、参加を促し、自立

した生活が維持できるよう支援します。また、生活支援コーディネーター※と連携し、

町民の活動の場としての交流サロンの立ち上げを支援します。 

◆ さらに地域包括センター、ふれあい福祉センターを中心として在宅サービスの充実

を図ります。 

◆ 障がい福祉体制については、障がい者や家族、介助者等が、地域で気軽に悩みや不

安を相談できる支援体制の充実を図ります。また、障がいによって必要な支援やサ

ービスが異なることから、障がい者に合った支援の体制づくりを進めるとともに、

地域生活支援拠点等について県や周辺自治体と協議し、双葉圏域全体で障がい者の

生活を支えるサービス提供の構築を目指します。 

◆ 子ども、高齢者、障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高

め合うことができる地域共生社会の実現に向け、医療、保健、福祉、教育等の総合的

視野にたった政策調整と関係機関との相談や支援における連携強化を図り、地域で

の包括的な支援体制の構築を目指します。 

 

  

関連する 

主な個別計画 

●浪江町地域福祉計画 

●浪江町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

●浪江町障がい者福祉計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

（１）介護・福祉の充実 

 

 ア 町内の介護福祉サービス及び介護予防支援の充実 

 イ 広域連携による障がい福祉サービスの充実 

 ウ 高齢者等の孤立防止、見守りの強化 



第３編 基本計画 
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（１）放射線による健康不安への対策 

◆放射線による健康への影響等の不安解消に取り組みます 

 

◆ 放射線に対する不安を払拭するため、町民等への空間線量計や個人積算線量計の貸

出しによる放射線の影響管理や測定結果の説明を行うとともに、自家用食品検査体

制を整備しました。 

◆ また、放射線による健康被害を未然に防止し、健康不安を解消するため、内部被ば

く検査や外部被ばく線量の測定を実施するとともに、大学や専門機関（公益財団法

人原子力安全研究協会等）との連携による相談会・学習会を実施し、放射線への理解

促進を図りました。しかし、未だ放射線に関する誤解や不安を持った町民が多く、今

後も町民一人ひとりが放射線についての正しい知識と理解を得ることができる取組

を継続する必要があります。 

◆ 近年では、放射線による健康不安や相談等の内容も町民ごとに多様化しており、き

め細やかな対応が必要です。また、今後の「特定帰還居住区域復興再生計画」に基づ

く除染等の進捗により、帰還の準備のための立ち入り等も進んでいきます。そのた

め、これまでの取組を継続しつつ、各事業の連携と総合的な対策の検討が必要とな

っています。 
  

施策 3 放射線による健康不安への対策 

現 状 と 課 題 

 

放射線に関する相談） 内部被ばく検査を行うホール 

ボディ・カウンタ搭載車両 
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◆ 空間線量計・個人積算線量計の貸出しや自家用食品検査を継続し、町民自身での実

測値の確認や測定結果の説明等を通して放射線に対する不安払拭を図るとともに、

放射線について正しい知識と理解が得られるよう、大学や専門機関と連携した相談

会・講習会の開催、情報発信等を実施します。特に、町民の個別化した放射線による

健康不安や相談に対して、丁寧に寄り添いながら対応します。 

◆ また、放射線による健康影響が分かる内部被ばく検査、外部被ばく線量測定、健康

診断等を継続して実施します。 

◆ さらに、放射線健康管理の施策を一体的に推進するため、総合的な体制による対応

を行い、町民が安心して生活できる環境を整えます。 

◆ 観光や移住等を検討する方が町内の空間線量の程度を理解しやすいよう、東京など

国内の主要都市の空間線量と併記して分かりやすい情報発信により放射線への不安

の解消に努めます。 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江町環境基本計画 

 

目指す姿と取組 

（１）放射線による 

健康不安への対策 

 ア 放射線の健康への影響に関する検査体制の継続 

 

 イ 放射線に関する情報発信や相談体制の継続 

施 策 の 展 開 



第３編 基本計画 
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（２）除染等の推進による安全対策 

◆除染等を着実に推進し、不安解消に取り組みます 

 

◆ 原発事故による放射能汚染の対策として、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本

方針で定める「長期的な目標として追加被ばく線量が年間１ｍＳｖ以下となること。」

を目指し、国、県、町が一体となり除染等線量低減措置に取り組むとともに、各種モ

ニタリングを実施しています。また、放射線等に対する町民の不安解消を目的とし

た除染検証委員会を設置し、国が実施する除染の検証や町民から寄せられる放射能

に対する不安や意見に対応しており、必要に応じ国にフォローアップ除染を求めて

います。 

◆ 平成 29 年３月に解除された一部の地域や、特定復興再生拠点区域の除染は令和５

年３月におおむね完了しています。一方で、未除染の山林からの再汚染の可能性な

どの課題も残っており、継続的なモニタリングと状況に応じた対応が必要です。 

◆ 町内には国が設置している複数の仮置場があり、除染に伴う土壌・廃棄物が保管さ

れている仮置場は、設置対象地域の除染が完了し、中間貯蔵施設等への搬出が完了

した段階で撤去・返還となりますが、原状回復等に時間を要し、予定より返還に遅れ

が生じている状況です。 

◆ また、放射性物質汚染対処特措法に定められる特定廃棄物（対策地域内廃棄物・指

定廃棄物）を保管している仮置場については、ほとんどの土地で数年後に土地利用

計画が定められており、影響が出ないよう返還を進めていくことが求められます。 

◆ 特定帰還居住区域は、2020年代の避難指示解除に向けて除染が進められています。 

  

現 状 と 課 題 

 

除染検証委員会 浪江町除染検証委員会現地調査 
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◆ 町民の放射線に対する不安の解消のため、引き続き各種モニタリングと分かりやす

い情報発信を図るとともに、「除染検証委員会」による除染の検証等に取り組みます。 

◆ また、町内全域において国の長期的な除染目標である「追加被ばく線量年間１ｍＳ

ｖ以下」の達成に向け、事後モニタリングと必要なフォローアップ除染について継

続的に取り組むよう、国等へ要請を求めていきます。 

◆ 仮置場については、除染土壌等廃棄物の搬出完了まで国、県、町による監視を継続

します。返還後の土地利用計画に影響しないよう搬出を完了させ、速やかに地権者

の意向に沿った原状回復を実施し返還するよう求めます。 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江町環境基本計画 

  

目指す姿と取組 

 ア 国と連携し除染や対象区域内廃棄物処理の推進 

 

 イ 町民の除染の不安に寄り添ったフォローアップの実施 

 

（２）除染等の推進 

による安全対策 

施 策 の 展 開 



第３編 基本計画 
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復興の基本方針Ⅴ 絆の維持と持続可能なまちづくり   

         

  
施策１ 被災者生活支援・絆の維持 

  

    

    (1) 被災者生活支援 

居住地にとらわれない生活および生活再建に向けた支援の継続に取

り組みます。 

(2) 絆の維持 

町民と町民・ふるさとをつなぐ絆の維持に取り組みます。 

  

      

    

  

       

  
施策２ 移住・定住の推進 

  

    

    (1) 移住・定住の推進 

町民の帰還支援と、町への移住・定住を推進させる支援に取り組み

ます。 

  

      

       

  
施策３ 地域コミュニティ活動の推進 

  

    

    (1) 地域コミュニティ活動の推進 

地域でのコミュニティ活動を支援します。 

  

      

       

  
施策４ 復興を推進させる行財政運営 

  

    

    (1) 復興を推進させる行財政運営 

復興を支える人材や財源の確保に取り組みます。 

  

      

  

 

絆の維持と持続可能なまちづくり 第５章 



第３編 基本計画 
 

 

 

88 

 

 

 

（１）被災者生活支援 

◆居住地にとらわれない生活および生活再建に向けた支援の継続に取り

組みます 

 

◆ 避難先でも各種証明書の交付、生活再建に向けた情報提供・相談対応ができるよ

う、福島、いわき及び二本松の各市に出張所を設置し、避難先での行政サービスの提

供に取り組んでいます。 

◆ また、避難する町民に対し新たな住環境での生活支援や孤立防止のため、避難先

の社会福祉協議会と連携した巡回訪問のほか、復興支援員による県内外での交流会

や生活再建などの支援を実施しています。 

◆ さらに、原発避難者特例法により、特例事務（医療・介護関係、教育関係等）につ

いて、避難先自治体から行政サービスが提供されるとともに、高速道路無料化、医療

費窓口負担免除等被災者支援制度が実施されています。また、郵便を用いた紙での

申請が定着しており、令和７年３月に開始した証明書のコンビニ交付など、町民の

利便性向上のために行政手続きのデジタル化を推進する必要があります。 

◆ 東京電力の賠償に関しては、損害項目別の解説記事を広報紙に毎月掲載したほか、

賠償請求状況の調査等により判明した請求困難者等へ、訪問等による請求書作成支

援に取り組んでいます。 

◆ また、町のＨＰに町民のＡＤＲ※申立ての和解事例を掲載のうえ、町内外で相談会

を開催しています。しかし、参加者は減少傾向にあり申立てが進んでいない状況で

す。ＡＤＲ申立ての意義や簡易な申立書により解決が見込まれることを周知し、申

立ての促進支援する取組が必要です。 

◆ 令和５年１月に中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償の基準が示されていま

すが、町民の個別事情や町の状況を踏まえ、適切な賠償が行われるよう東京電力及

び関係機関に求めています。また、原子力損害賠償紛争審査会には現地視察の際に、

町の復興状況等を踏まえ町民に寄り添った適切な指針を示すよう要望しています。 

  

施策１ 被災者生活支援・絆の維持 

現 状 と 課 題 

 

行政サービスの DX（コンビニ交付） 交流サロン（いわき市） 
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◆ ＤＸ※の推進により行政サービスの利便性向上を図るとともに、避難先での各種証

明書の交付や、生活再建に係る支援案内・相談対応のため、引き続き出張所等の設

置により行政サービスを提供します。 

◆ 孤立防止や安定した生活ができるよう、避難先の社会福祉協議会等関係機関と協

力・連携し、相談窓口や巡回訪問などの生活支援や生活再建へ向けた支援制度に関

する情報提供を継続します。 

◆ 原発被災者特例法が制定され、避難先自治体による行政サービスの提供や国等に

よる各種被災者支援制度の実施が図られています。今後も安心して町内外で生活で

きるよう、これらの制度の継続を引き続き要請します。 

◆ 避難先自治体や支援団体と連携し、生活支援制度に関する情報提供等を継続して

行います。 

◆ 全ての町民に東京電力による適切な賠償がなされるよう、請求状況や時効を踏ま

え、早期に未請求状況を解消するため、引き続き賠償に関する情報発信を行います。

また、総合健診など多くの町民が集まる機会を捉えて、簡易なＡＤＲ申立書による

解決法等の相談会を開催し、適切な賠償に向けた支援を行います。 

◆ また、東京電力に対し、自らが掲げる損害賠償に関する３つの誓い（「最後の一人

まで賠償貫徹」「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」「和解仲介案の尊重」）を確実に

実行するとともに、時効の完成以降であっても、町民に寄り添った柔軟な対応と適

切な賠償をするよう求めます。 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江町ＤＸ推進計画 

  

目指す姿と取組 

（１）被災者生活支援 

 ア 避難先での行政サービスの提供 

 

 イ 賠償支援の実施 

 

施 策 の 展 開 
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（２）絆の維持 

◆町民と町民・ふるさとをつなぐ絆の維持に取り組みます 

 

◆ 十日市、相馬野馬追、あるけあるけイベント等、震災前に実施していた伝統行事

や季節ごとのイベントが町内で再開し、町民同士の交流や避難町民がふるさととつ

ながる機会が増えてきています。 

◆ 県内３ヵ所（福島市、郡山市、いわき市）の交流館と県外（関東圏）・県内に復興

支援員を配置し、交流会・サロン活動支援、戸別訪問、情報発信等を実施するとと

もに、自治会等のコミュニティ活動への補助を実施し、町民同士やふるさととの絆

の維持に取り組んできました。 

◆ さらに、町内の今や県内の情報を発信する取組として、なみえ新聞の普及・運営

を続けるとともに、避難先との交通利便性向上のため、本町と南相馬市や本宮・二

本松市を結ぶ生活支援バスを運行しています。 

◆ 長期避難により町とのつながりが希薄になっている町民のふるさとへの愛着・関

心を維持するため、避難町民の声や帰還町民の声を集約し、ふるさとの状況等の発

信を強化する必要があります。 

  

現 状 と 課 題 

 

タブレット講習会 あるけあるけ初日詣大会 
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◆ 町外にある交流館の運営のほか、復興支援員を中心に情報提供、交流会支援等を

継続するとともに、県内外での絆を維持するコミュニティ活動支援を継続して行い、

避難先での安心した生活につなげます。 

◆ 町内での町民の交流機会の創出や、避難町民がふるさととつながる機会を維持す

るため、各種イベントの実施や支援を行います。 

◆ さらに、町内の状況や町民の生の声をなみえ新聞により情報発信し、ふるさとの

復興の姿を身近に感じられる取組を行なうとともに、町民同士がつながりを持てる

よう避難先各地域において、ＳＮＳサービスの講習会等を実施し、ＩＣＴ※のスキル

を向上する取組を行います。あわせて、ＤＸによる町民のつながりづくりを促進す

る仕組みの構築に向けて、ＳＮＳを通じて町民等に対して積極的に情報を届けるＰ

ｕｓｈ型※の情報発信の充実や、町民との協働による情報発信も進めていきます。 

◆ また、本町と南相馬市や本宮・二本松市を結ぶ生活支援バスを引き続き運行しま

す。 

◆ 町の魅力を発信するサイトあいべぇなみえ内にある浪江町イベントカレンダーの

周知及び利用拡大などに取り組みます。 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江町ＤＸ推進計画 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

（２）絆の維持  

 

 ア 避難先での絆の維持への支援 

 

 イ 復興の見える化の推進 
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（１）移住・定住の推進 

◆町民の帰還支援と、町への移住・定住を推進させる支援に取り組みます 

 

◆ 平成 29年３月に町の一部の地区で避難指示が解除され、町内の居住人口は増加傾

向にあるものの、帰還した町民は一部にとどまっています。そのため、人口ビジョ

ンによる目標人口の達成のためには帰還する町民の増加だけではなく、移住・定住

推進による人口の増加が必要になります。 

◆ これまで、町内の住まいの再建に向けて、平成 29年度に幾世橋地区に災害公営住

宅（震災時町民用 85戸）と再生賃貸住宅（転入者可 80戸）、令和２年度に請戸地区

に災害公営住宅（震災時町民用 26 戸）、令和５年度に津島地区に再生賃貸住宅（転

入者可 10戸）を整備しました。現在は、浪江駅北側において令和９年度の完成を目

指した公営住宅の整備を進めています。 

◆ また、空き家・空き地バンクの運用や帰町に合わせた移転、住宅再建等に関する

支援など、町内での居住を促す様々な支援を行っています。 

◆ さらに、移住相談窓口を設置し、移住者の受入に向けた相談対応や移住支援、各

種支援制度の情報提供などのワンストップ化を図りました。今後も帰還町民や移住

者などの様々なニーズに対応した支援や体制の充実と、「浪江ならでは」の魅力や特

色といった付加価値の創出と発信が必要です。 

◆ 加えて、令和 12 年度末までの順次供用が予定されているＦ－ＲＥＩの関連施設立

地に伴い、研究者やその家族等の居住が期待される中、外国人を含む多様な人々を

受け入れるための環境を周辺市町村と連携して整備していくことが求められます。  

施策 2 移住・定住の推進 

現 状 と 課 題 

 

（仮称）権現堂集合住宅整備 移住者交流会 

※完成イメージパース 
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◆ 帰還に向けた住環境整備のため、町内の個人住宅の再建等を継続して支援すると

ともに、ふるさとでの交流機会の創出や、帰還に向けた支援制度・相談体制の整備

と合わせてふるさと情報の発信を継続して行うなど、町民の帰還促進を図ります。 

◆ また、「浪江駅周辺グランドデザイン基本計画」に基づき、企業誘致による町内の

住宅需要の増加予測等も踏まえた浪江駅周辺を中心とした公営住宅等の住環境整備

を推進します。 

◆ 移住・定住を推進するためには、本町への興味・関心からはじまり、交流、体験、

移住、定住につづくステップに合わせた施策が必要です。相談窓口を一層強化して

の暮らしや観光に関する情報、支援メニューなどの積極的な発信、移住をお悩みの

方のお試し居住、お試し就労等の利用、移住者への住居取得に係る補助金など各種

支援制度を継続・強化していきます。加えて、震災前からの住民と移住者の垣根の

ない交流を促進して定住を支援します。 

◆ さらに、産学官連携施設の整備などの契機を活かし、大学や各種団体と連携した

交流機会の創出等を通じて、町への新規移住・定住者を増加させる仕組みづくりを

推進します。あわせて、水素やゼロカーボン、Ｆ－ＲＥＩなど、浪江ならではの暮

らしの付加価値づくりとその情報発信にも取り組みます。 

◆ また、住みやすい住環境づくりのため、「空き家等対策計画」に基づき、民間事業

者主体、または官民協働による空き家や空き地の利用促進を図ります。あわせて、

外国人にも対応した環境整備にも取り組みます。 

 

目指す姿と取組 

 ア 町への帰還支援 

 
 イ 空き家対策の推進 

 ウ 移住促進の情報発信・入口支援 

 エ 移住者の定住促進支援 

（１）移住・定住の推進  

 

施 策 の 展 開 
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（１）地域コミュニティ活動の推進 

◆地域でのコミュニティ活動を支援します 

 

◆ いまだ、多くの町民が県内外で長期の避難生活を強いられている状況下で、従前

の地域コミュニティは希薄化しており、行政区域で行われていた地域情報の共有や

伝統文化の継承活動などの自治活動が困難になっています。その中でも一部の行政

区では自主的に地域活動を進め、コミュニティを維持していますが、自分がどこの

行政区に所属しているか分からない、集合住宅などの居住者の把握ができないとい

った課題が生じています。 

◆ 町では、地域コミュニティ再生のため、地域の美化活動、花植え、交流の場づくり

等帰還町民主体による自治・地域活動の支援や町外避難町民との交流の場の創出等

に努めています。また、コミュニティ活動や行政区の集会所の整備等に対して補助

制度を設けているとともに、町民の集いの場を確保するため、役場会議室や交流館

等の無料貸出し支援も行っています。 

◆ また、今後も町内居住人口の回復は緩やかな進行に留まると見込まれる将来の帰

還者や移住定住者の把握が難しく、厳しい行政区運営が想定されることから、今後

の行政区のあり方について検討が必要です。 
  

施策 3 地域コミュニティ活動の推進 

現 状 と 課 題 

 

川添盆踊り大会 上ノ原行政区の花植作業 
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◆ 町民による自発的なコミュニティ活動や地域の活性化、地域課題の解決等に向け

て、町民自らが立案し実践する体制を構築するため、コミュニティ活動や行政区の

集会所整備等に対する補助金、さらには集いの場の貸出し支援を継続することによ

り、地域コミュニティにおける自治能力の再生を図ります。 

◆ また、町の復興には、行政区との協働関係が欠かせないため、今後の行政区のあ

り方について、地域で話し合う場づくりを働きかけ、支援するとともに、町内で生

活される方の利便性向上に努めます。 

 
  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ア 行政区活動への支援 

 

 イ 町内でのコミュニティ活動への支援 

 

（１）地域コミュニティ

活動の推進 
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（１）復興を推進させる行財政運営 

◆復興を支える人材や財源の確保に取り組みます 

 

◆ 震災以降、多様化し、増加の一途をたどる行政課題に対応するため、組織の見直

しと人員の増強に取り組んできました。 

◆ 財政の状況としては、震災からの復旧・復興事業の本格化により予算規模が拡大

してきており、令和６年度決算の歳出総額は、平成 22年度と比較し３倍を超える規

模となっています。一方その財源は、令和２年度から令和６年度までの５か年の平

均の財政力指数※が 0.4となるなど、国・県支出金、普通交付税及び震災復興特別交

付税に依存している状況は変わりませんが、経常収支比率※は令和６年度時点で標準

的とされる目安内である 83.9％にまで改善しています。 

◆ 公共施設やインフラ等については、復興関連事業により、町民の帰還のための復

旧や新たな整備に取り組んできました。しかし、今後極端な人口減少や少子高齢化

などの影響により、厳しい財政状況が予想されます。そうした社会の変化に対応し

た公共サービスの提供や施設の維持管理など、あらゆる面での財政負担の低減が求

められています。急激な税収の増加が見込めない中、補助金やふるさと納税などの

制度を活用しながら、財源を確保していく必要があります。 

◆ さらに、復興関連業務などにあたる職員一人当たりの業務量は増加傾向にあり、

ＤＸ推進による行政運営の効率化や簡素化によって職員の負担を軽減するとともに、

行政サービスの向上を図り、持続可能な行政運営に向けた多様な取組が求められま

す。 
  

施策 4 復興を推進させる行財政運営 

現 状 と 課 題 

 

浪江町役場 浪江町 DX 推進計画 
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◆ 町の復興は未だ道半ばの状況であり、引き続き復旧・復興の取組を推進していく

必要があるため、国や他自治体等からの支援のもと、適切な人員の確保、組織の見

直し及び人材育成に努めます。 

◆ 福島再生加速化交付金をはじめとする復興関連の国・県支出金、普通交付税の特例

措置、震災復興特別交付税など復興財源に依存した行政運営をしています。そのため、

町は第３期復興・創生期間においても引き続き継続的な財政支援と柔軟な制度運用を

要望するとともに、ＤＸを推進し、事務の効率化、行政サービスの向上等を推進しな

がら、経常経費の抑制に努めつつ、受益者負担の適正化やふるさと納税の活用など自

主財源や復興等を完遂させるための財源の確保など、持続可能な行財政運営に努めま

す。また、町単独で難しい行政サービスについては広域的な連携を視野に取組を進め

ます。 

◆ 公共施設等の整備については、全体状況を把握し、長期的な視点を持って、新設・

更新・統廃合・長寿命化等に取り組むことで財政負担の軽減・平準化に努めます。

あわせて、公共施設を解体した跡地や防災集団移転元地※の利活用や処分について積

極的に検討します。 

◆ 持続可能な行政運営に向けて、積極的に民間投資を促すとともに、行政、町民、企

業、ＮＰО、大学、研究機関などの多様な主体が役割分担し、連携・協働することで

新たな価値を創造していく「共創」の視点を取り入れます。 

 

関連する 

主な個別計画 
● 浪江町公共施設等総合管理計画 

● 浪江町ＤＸ推進計画 

  

目指す姿と取組 

施 策 の 展 開 

 ア 効率的な行財政運営 

 

 イ 復興を完遂させるための財源の確保 

 

（１）復興を推進させる

行財政運営 
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（１）用語集 

【Ａ】 

●ＡＬＰＳ処理水 

福島第一原子力発電所において発生した放

射性物質が含まれる汚染水を、多核種除去設

備（ALPS）などを使用し、トリチウムや炭素

14 を除く 62 種類の放射性物質を国の規制基

準以下まで浄化処理した水のこと。 

 

●ＡＤＲ 

Alternative Dispute Resolution の略称で、

裁判外紛争解決手続のこと。訴訟手続によら

ない紛争解決方法を広く指す。 

 

【Ｃ】 

●ＣＥＭＳ 

コミュニティエネルギーマネージメントシ

ステムの略。一定の地域内のエネルギーを管

理・制御するためのシステムのこと。 

 

●ＣＬＴ（直交集成板） 

Cross Laminated Timber（JAS では直交集

成板）の略称で、ひき板（ラミナ）を並べた

後、繊維方向が直交するように積層接着した

木質系材料。厚みのある大きな板であり、建

築の構造材の他、土木用材、家具などにも使

用されている。 

 

【Ｄ】 

●ＤＸ 

デジタルテクノロジーを使用して、ビジネ

スプロセス・文化・顧客体験を新たに創造

（あるいは既存のそれを改良）して、変わり

続けるビジネスや市場の要求を満たすプロセ

ス。デジタル変革ともいう。 

 

【Ｅ】 

●ｅスポーツ 

electronic sports の略称で、コンピュータ

ゲーム（ビデオゲーム）をチェスや将棋のよ 

うに競技として捉え、プレーヤー（の個人や

グループ）同士の対戦を行うこと。 

 

●ＥＶ 

Electric Vehicle の略称で、電気をエネルギ

ー源とし、電動機（電気モーター）で走行す

る自動車。 

 

【Ｆ】 

●ＦＣＶ 

Fuel Cell Vehicle の略称で、搭載した燃料

電池で発電し、電動機の動力で走る電気自動

車を指す。 

 

【Ｈ】 

●ＨＥＭＳ 

Home Energy Management System の略称

で、家電や電気設備とつないで、電気やガス

などの使用量をモニター画面などで「見える

化」や家電機器を「自動制御」して、家庭で

使うエネルギーを節約するための管理システ

ムのこと。国は 2030 年までに全ての住まい

にＨＥＭＳを設置することを目指している。 

 

【Ⅰ】 

●ＩＣＴ 

Information and Communication 

Technology の略称で、情報通信技術を活用し

たコミュニケーションのこと。 

 

【Ｊ】 

●Ｊアラート 

通信衛星と市町村の同報系防災行政無線や

有線放送電話を利用して、緊急情報を住民へ

瞬時に伝達する日本のシステム。 
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【Ｐ】 

●Ｐｕｓｈ型 

町が主体的に情報を発信することで、町民

に広く情報を提供すること。 

 

【Ｓ】 

●ＳＤＧｓ 

持続可能な開発目標(Sustainable 

Development Goals)の略称で、2015 年 9 月

の国連サミットで採択された 2030 年を期限

とする、途上国の教育問題のほか、地球環境

や都市、雇用、格差問題の解決など先進国に

も関係する国際社会全体の 17 の開発目標の

こと。 

 

●ＳＮＳ 

人と人との社会的なつながりを維持・促進

する様々な機能を提供する、オンラインサー

ビスのこと。 

 

【Ｚ】 

●ＺＥＢ 

Net Zero Energy Building の略称で、快適

な室内環境を保ちながら、建物の高断熱化や

設備の高効率化による「省エネ」と太陽光発

電等の「創エネ」により、年間のエネルギー

収支をプラスマイナスゼロとする建築物のこ

と。 

 

【あ】 

●アーカイブ施設 

重要記録を保存・活用し、未来に伝達する

施設のこと。 

 

【か】 

●花き 

切り花や枝物などの観賞用に供される植物

のこと。 

 

●カーシェアリング 

登録を行った会員間で特定の自動車を共同

使用するサービスないしはシステム。 

●カーボンニュートラル 

二酸化炭素の排出と吸収がプラスマイナス

ゼロのこと。 

 

●合併処理浄化槽 

トイレの汚水だけでなく、台所・風呂・洗

濯など家庭から出るすべての生活排水（雑排

水）をまとめて微生物の力で浄化する設備。 

 

●関係人口 

移住した「定住人口」でもなく、観光に来

た「交流人口」でもない、地域と多様に関わ

る人々を指す。 

 

●かん養 

地表水（降水を主としてほかにも、湖沼

水・河川水、貯水池・雨水浸透ますなどの

水、その他）が地下浸透して帯水層に水が供

給されること。 

 

【き】 

●機能別団員制度 

能力や事情に応じて特定の活動にのみ参加

する消防団員を設けることで、消防団の災害

対応能力を向上させることを目的とした制

度。 

 

●共創の仕組み 

異なる立場や専門性を持つ人々が協力し合

い、新たな価値を生み出すプロセス。 

 

●緊急時避難準備区域 

緊急時避難準備区域は、屋内退避区域とさ

れている半径 20～30 キロ圏内で、計画的避

難区域には該当しない地域。緊急時には屋内

退避、または別の場所に避難する必要があ

る。 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B
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【け】 

●経常収支比率 

経常収入を経常支出で割った値であり、企

業や地方公共団体の財政状況を評価するため

の指標。 

 

●計画的避難区域 

計画的避難区域は、福島第一原子力発電所

から半径 20 キロ圏外で、事故発生から 1 年

間の積算放射線量が、20 ミリシーベルトに達

する可能性がある地域。 

 

●ゲートキーパー 

悩んでいる人に気づき、声をかけてあげら

れる人のこと。 

 

【こ】 

●公益財団法人福島相双復興推進機構 

（福島相双復興官民合同チーム） 

国・福島県・福島相双復興推進機構（民

間）が一体となった被災事業者の自立に向け

た支援の実施主体として創設された組織。 

 

●公益財団法人農地中間管理機構 

県、市町村、農業団体等が出資して組織さ

れている法人であり、農地を貸したい人から

農地を借り受け、耕作を希望する人に農地を

貸し付け農地の集積・集約化を進める組織。 

 

●耕畜連携 

 耕種農家へ畜産農家から堆肥を供給した

り、逆に耕種農家が飼料を生産し、畜産農家

に供給したりするなど、耕種農家と畜産農家

が連携した取組のこと。 

 

●郊外拠点 

「浪江国際研究学園都市構想」において位

置づけられた、地方ならではの自然を感じる

生活環境を活かした郊外型のライフスタイル

の場。 

 

 

●国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

（ＪＡＥＡ） 

原発事故の最終的な収束に向けた中・長期

的な技術的課題解決のための取組を行ってい

る日本唯一の総合的な原子力研究機関のこ

と。 

 

●心のケアセンター 

保健師、臨床心理士、精神保健福祉士等専

門職員がその専門性を生かし、様々な悩みの

相談や人材育成など、総合的な心のケア対策

を行う機関のこと。 

 

●コンテンツ 

文書・音声・画像・映像など情報の中身のこ

と。 

 

【さ】 

●財政力指数 

基準財政収入額を基準財政需要額で除した

数値であり、地方公共団体の財政力を示す指

標として用いられる。 

 

●再生可能エネルギー 

太陽・地球物理学的・生物学的な源（再生

可能資源）に由来するエネルギーで、利用す

る以上の速度で自然によって補充されるエネ

ルギー全般を指す。 

 

●再エネ促進区域 

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制

度に基づく、再生可能エネルギーの導入を促

進する区域。 

 

●再生賃貸住宅 

住民の帰還と新規移転者の居住を促進し、

地域の再生を活性化させるために国の福島再

生加速化交付金を活用して町が整備・供給す

る公的賃貸住宅。 
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●サプライチェーン 

 原材料の調達から製造、流通、販売に至る

全体の供給網のこと。調達・生産・在庫・輸

送・物流・販売・顧客対応を含み、コスト削

減・品質確保・リスク管理・需要予測・サプ

ライヤー関係の最適化すること。 

 

●産官学連携施設 

町内で活動する企業の事業活動や大学等の

学術活動が連携することで新たな産業創出を

目指すため、貸事務所機能を有する施設。 

 

【し】 

●自主防災組織 

災害対策基本法第 5 条 2 において規定され

ている、地域住民の共助による自発的な防災

組織。 

 

●指定管理鳥獣 

鳥獣保護法において、集中的かつ広域的に

管理を図る必要があるとして、環境大臣が定

めた鳥獣。 

 

●指定文化財 

有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史

跡、天然記念物、伝統的建物群のうち、特に

重要なもので保存の必要のあるものを指定

し、保護と活用が図られているもののこと。 

 

●森林施業 

森林を育成するために行う造林、保育、伐

採等の一連の森林に対する人為的行為を実施

すること。 

 

●常備消防 

専任の職員が勤務している消防本部及び消

防署。 

 

 

 

 

 

【す】 

●スクールカウンセラー 

教育機関で心理相談業務に従事する心理職

専門家の職業名、および当該の任に就く者を

指す。 

 

●スクールソーシャルワーカー 

学校において、児童や生徒を取り巻く環境

に働きかけることによりこどもたちが抱える

問題を解決すべく支援を行う専門職。 

 

●スマートコミュニティ 

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用しながら、

再生可能エネルギーの導入を促進しつつ、電

力、熱、水、交通、医療、生活情報など、あ

らゆるインフラの統合的な管理・最適制御を

行い社会全体で効率よくエネルギーを使う考

え方。 

 

●スマート農業 

ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を活用

し、超省力化や高品質生産を可能にする新た

な農業のこと。 

 

●スマート林業 

ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を活用

し、超省力化や高品質生産を可能にする新た

な林業のこと 

 

【せ】 

●生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体

制整備を推進していくことを目的とし、地域

における一体的な生活支援等サービスの提供

体制の構築に向けたコーディネート機能を果

たす者のこと。 

 

●ゼロカーボンシティ 

2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロに

する取組を表明した地方自治体のこと。 
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【た】 

●棚塩 RE100産業団地 

RE とは「Renewable Energy100%」の略称

で、業務の使用電力を再生エネルギー100％

で賄うことで、産業団地内を再生可能エネル

ギーで使うことを想定している。 

 

【ち】 

●地域おこし協力隊 

地方自治体が他地域からの移住者を「地域

おこし協力隊」として任命し、農業・漁業へ

の従事、地域の魅力 PR など、様々な地域協

力活動を行いながら地域への定住・定着を図

る取組のこと。 

 

●地域生活支援拠点等 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」

を見据えた、居住支援のための機能をもつ場

所や体制のこと。 

 

●地域包括支援センター 

介護保険法で定められた、地域住民の心身

の健康の保持及び生活の安定のために必要な

援助を行うことにより、その保健医療の向上

及び福祉の増進を包括的に支援することを目

的とする施設。 

 

●地域新電力事業者 

地域内の発電電力を最大限に活用し主に地

域内の公共施設や民間企業、家庭に電力を供

給する電気事業者のこと。 

 

【て】 

●デマンドタクシー 

利用者の自宅と指定された目的地の間を、

ドアツードアで運行する予約制の乗合タクシ

ー。 

 

 

【と】 

●特定帰還居住区域 

帰還困難区域（特定復興再生拠点区域を除

く。）に、2020 年代に帰還意向のある住民が

帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、

避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能

とするものとして定められる区域。 

 

●特定復興再生拠点区域 

帰還困難区域のうち、避難指示を解除して

居住を可能とするものとして定められる区

域。 

 

●特別通過交通制度 

被災地域の復旧・復興等に資するため、一

定要件に該当する者が、あらかじめ指定され

た帰還困難区域の道路（特別幹線ルート）を

特別に通行できる制度。 

 

【な】 

●内水面漁業 

河川・池・沼の淡水における漁業のこと。 

 

●浪江駅周辺グランドデザイン基本計画 

浪江駅周辺の建築及び空間のデザインに係

る方針を取りまとめた計画。 

 

●浪江国際研究学園都市構想 

 F-REI による活動が広域的な地域のにぎわ

いに繋がるように、研究者や国際的な人材が

町内に住み、訪れるすべての人にとって暮ら

しやすいまちをつくるための計画。 

 

●なみえ水素タウン構想 

 町内の水素社会実現及びゼロカーボンシテ

ィ達成に向け、様々な分野において水素利活

用進めていくことをまとめた構想。 
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●浪江町地域防災計画 

 災害対策基本法に基づき、浪江町の防災対策

を定めた計画。一般対策編、地震・津波対策

編、原子力災害対策編で構成している。 

 

●浪江町国土強靭化地域計画 

 事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する

施策の総合的な計画として「安全で安心なまち

づくりを推進する」ための指針として策定した

計画。 

 

【に】 

●二級河川 

河川法において一級河川と指定された水系以

外で公共の利害に重要な関係がある河川のう

ち、都道府県知事が指定したもので、知事が管

理する。 

 

●二酸化炭素排出量実質ゼロ 

二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発

生源による排出量と、森林等の吸収源による除

去量との間の均衡を達成すること。 

 

【は】 

●ハザードマップ 

土地の成因あるいは地形や地盤の特徴をもと

に、自然災害(洪水、内水、ため池、高潮、津

波、土砂災害、火山)による被害を予測し、そ

の被害範囲(被害想定区域)を地図化したもの。 

 

●浜地域農業再生研究センター 

原子力災害で大きな被害を受けた避難地域等

の営農再開・農業再生を図ることを目的とした

県の研究拠点のこと。 

 

【ひ】 

●非破壊全量検査システム 

食品の放射性セシウム濃度を現物のままの

状態で測定できる検査機器のこと。 

 

 

 

【ふ】 

●福島水素エネルギー研究フィールド 

（ＦＨ２Ｒ） 

NEDO、東芝エネルギーシステムズ

（株）、東北電力（株）、岩谷産業（株）が

建設した、再生可能エネルギーを利用した世

界最大級の水素製造施設。 

 

●福島ロボットテストフィールド浪江滑走路 

福島イノベーション・コースト構想に基づ

いて、福島県南相馬市と浪江町に整備され

た、陸・海・空のフィールドロボットの一大

開発実証拠点。 

 

●福島イノベーション・コースト構想 

東日本大震災および原子力災害によって失

われた浜通り地域等の産業回復のために、新

たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェク

ト。6 つの重点分野を位置づけ、福島ロボッ

トテストフィールド等の拠点整備を含めた主

要プロジェクトの具体化に加え、産業集積の

実現、教育・人材育成、交流人口の拡大など

に向けた取り組みを進めている。 

 

●福島イノベーション・コースト構想推進

機構 

福島イノベーション・コースト構想推進の

中核となる法人として平成 29 年に設立。産

業集積の実現、教育・人材育成、交流人口の

拡大等に向けた取組を進めている。 

 

●福島高度集成材製造センター（ＦＬＡＭ） 

福島イノベーション・コースト構想に基づ

くプロジェクトで、福島県産木材の需要を拡

大し、林業を再生することを目的に、非住宅

(大規模木造)向けの大断面集成材を中心に付

加価値の高い集成材を製造する施設。  
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●福島国際研究教育機構（Ｆ－ＲＥＩ） 

福島をはじめ東北の復興を実現するための夢

や希望となるものとするとともに、我が国の科

学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成

長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる

創造的復興の中核拠点。 

 

【ほ】 

●放課後児童クラブ 

児童福祉法に基づき、保護者が労働等により

昼間家庭にいない小学校に就学している児童に

対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児

童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与

えて、その健全な育成を図るもの。 

 

●防災集団移転元地 

被災地や災害危険区域のうち、居住に適さな

い区域に住む住民を安全な場所へ移転させた後

の区域のこと。元地の利活用が進められる。 

 

●ほ場整備 

耕地区画の整備、用排水路の整備、土層改

良、農道の整備、耕地の集団化などの営農環境

整備により労働生産性の向上を図ること。 

 

●ポータルサイト 

インターネット上の総合情報サイトのこと。

検索、メール、天気、SNS サービスへのリン

クなど多様な機能を一元的に提供し、ユーザー

が必要な情報へ効率的にアクセスできる窓口的

役割を担います。 

 

●ホープツーリズム 

地震・津波・原子力災害により被災した海沿

いの地域で、復興に正面から向き合う「人」と

の出会いや「ありのままの姿」を実際に見て、

聴いて、学んで、そして希望を感じてもらうツ

アーのこと。 

 

 

【め】 

●メンタルヘルスケア 

 ストレスや不安、抑うつなどの症状を予

防・対処する支援・取組で相談窓口やカウン

セリング等により心の健康を保つ。 

 

【も】 

●モビリティサービス 

自動車による移動サービスのこと。 

 

●モルック 

 フィンランド発の競技で、木製のピン（モ

ルック）を倒し得点を競うスポーツ。 

 

【ゆ】 

●遊漁 

レジャーを目的に海・川で魚や貝などを取

ること。 

 

【り】 

●陸上養殖 

海や河川ではなく、陸上に設置した水槽や

循環水処理設備などの人工環境で魚介類を育

てる養殖方式。 

 

●リサイクルハウス 

新聞、雑誌、段ボール、紙製容器包装など

古紙類の回収のための一時的な保管場所。 

 

●リスキリング 

 個人が自分のスキルや知識をアップデート

し、新たな仕事や役割に対応できるようにす

るための学習や訓練。 

 

【ろ】 

●六次化支援 

 農林業業の生産だけでなく、加工や流通・

販売等の支援を行うこと。 

 

 



 
 

 

 

107 

     

 

（２）答申文 

 
 
 

令和８年１月 22日 

 

浪江町長 吉田 栄光 様 

 

浪江町復興計画【第三次】後期基本計画策定委員会  

委員長 関谷 直也  

 

浪江町復興計画【第三次】後期基本計画について（答申） 

 

 令和６年６月１８日付け６浪企第 190-1号で諮問のありました標記の件について、別

添のとおり「浪江町復興計画【第三次】後期基本計画（案）」を取りまとめましたので、

下記の意見を付して答申いたします。 

 

記 

 

１ 復興計画【第三次】は令和３年３月に、基本構想期間を１０年間、基本計画期間を前

期５年、後期５年として策定されていることから、後期５年に向けて、町の状況変化

を踏まえ現状と課題や目指す姿と取組について、果断に見直しを行った。「夢と希望

があふれ 住んでいたいまち 住んでみたいまち」の理念のもと、将来を見据えた課

題解決に引き続き努力されたい。 

 

２ 本計画の推進にあたっては、適切な施策の評価・検証を行うとともに、町民の声の把

握に努め、持続可能なまちづくりの実現を目指し柔軟に見直しを図られたい。 

 

３ 新たな取組として、後期基本計画こども版(案)をあわせて取りまとめた。未来を担う

子どもたちにとって、将来を考えるきっかけや町への愛着を持ってもらえるきっかけ

づくりとして活用されたい。 

 

４ 後期基本計画の５年間は震災後 15 年から 20 年という大きな節目にあたることから、

国、県、関係機関等とこれまで以上に緊密に連携し、施策を推進されたい。特に、医

療、介護、福祉の充実、観光の振興といった分野は、更なる広域的な連携が重要であ

り、周辺自治体との連携を強化すること。 

 

以上 
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（３）浪江町復興計画【第三次】後期基本計画策定委員会名簿 

 

役 職 所 属 氏 名 

委員長 東京大学大学院 情報学環総合防災情報研究センター長教授 関谷 直也 

副委員長 浪江行政区長会会長 佐藤 秀三 

 會澤高圧コンクリート株式会社取締役副社長兼福島 RDM 

センター長 
青木 涼 

 石井農園代表 石井 絹江 

 相馬双葉漁業協同組合請戸地区理事 石川 康夫 

 なみえ絆いわき会会長 大波 大久 

 浪江町社会教育委員会 岡 洋子 

 なみとも副代表 緒形 亘 

 株式会社いのちとぶんか社取締役 葛西 優香 

 いわき・双葉の子育て応援コミュニティ cotohana 共同代表 小林 奈保子 

 浪江町行政区長会副会長兼津島地区理事 佐々木 保彦 

 浪江町社会福祉協議会事務局長 佐藤 祐一  

 浪江町商工会会長 鈴木 仁根 

 株式会社伊達重機代表取締役 前司 昭博 

 福島国際研究教育機構運営総括理事 髙谷 浩樹 

 東邦銀行原町支店支店長 馬場 貴史 

 大堀相馬焼協同組合代表 半谷 秀辰 

 自営 半谷 啓徳 

（五十音順：敬称省略）
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（４）浪江町復興計画【第三次】後期基本計画検討委員会名簿 

 

氏 名 所 属 職名 

山本 邦一 浪江町 副町長 

三澤 貴幸 総務課 課長補佐 

磯貝 智也 企画財政課 課長補佐 

門馬 純子 住民課 課長補佐兼除染環境係長 

松本 孝徳 産業振興課 課長補佐 

長沼 和也 農林水産課 課長補佐兼農業委員会次長 

山田 貴之 住宅水道課 課長補佐 

渡邉 啓一 建設課 課長補佐兼用地係長 

伴場 裕史 市街地整備課 課長補佐兼 F-REI 立地室長 

深野 真広 健康保険課 課長補佐兼健康係長 

松本 秀幸 介護福祉課 課長補佐 

青木 尚子 教育総務課 課長補佐 

佐藤 貴徳 生涯学習課 課長補佐兼社会教育係長 

根本 明彦 津島支所 支所長補佐兼係長 

渡邉 聖子 浪江診療所 事務長補佐 

窪田 美穂 仮設津島診療所 事務長補佐 

 

（５）事務局 企画財政課 
課  長    吉田 厚志 

主  幹    橋本 真史 

係  長     板倉 芳樹 

副 主 査     今野 涼太 
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（６）浪江町復興計画【第三次】策定経過 

月 日 概 要 

令和 6 年度  

5 月 23 日 第 1 回 復興計画検討委員会 復興計画【第三次】後期基本計画策定スケジュールについて 

6 月 18 日 第 1 回 復興計画策定委員会 
委嘱状交付および復興計画【第三次】後期基本計画策定スケ

ジュールについて 

8 月 20 日 第 2 回 復興計画検討委員会 復興計画【第三次】前期基本計画の検証について 

10 月 9 日 第 2 回 復興計画策定委員会 復興計画【第三次】前期基本計画の検証について 

11 月 2 日～ 

11 月１７日 
町民ワークショップの実施 

12 月 19 日 第 3 回 復興計画検討委員会 復興計画【第三次】後期基本計画の方向性について 

2 月 4 日 第 3 回 復興計画策定委員会 復興計画【第三次】後期基本計画の方向性について 

令和 7 年度  

5 月 12 日 第 1 回 復興計画検討委員会 
復興計画【第三次】後期基本計画の施策・取組・成果指標に

ついて 

6 月 3 日 第 2 回 復興計画検討委員会 復興計画【第三次】後期基本計画素案について 

6 月 24 日 第 1 回 復興計画策定委員会 
復興計画【第三次】後期基本計画の施策・取組・成果指標に

ついて 

7 月 9 日 第 2 回 復興計画策定委員会 復興計画【第三次】後期基本計画素案について 

8 月 5 日 第 3 回 復興計画検討委員会 
復興計画【第三次】後期基本計画（案）について 

後期基本計画「こども版」の作成について  

8 月 28 日 第 3 回 復興計画策定委員会 
復興計画【第三次】後期基本計画（案）について 

後期基本計画「こども版」の作成について 

9 月 10 日 議会 全員協議会 パブリックコメントの実施について 

10 月 1 日～ 

10 月 22 日 
パブリックコメントの実施 

11 月 12 日 第 4 回 復興計画検討委員会 

パブリックコメント結果報告・意見反映について 

復興計画【第三次】後期基本計画（案）について 

後期基本計画「こども版」について 

12 月 2 日 第 4 回 復興計画策定委員会 

パブリックコメント結果報告・意見反映について 

復興計画【第三次】後期基本計画（案）について 

後期基本計画「こども版」について 

12 月 10 日 議会 全員協議会 パブリックコメントの結果について 

1 月 22 日 復興計画策定委員会からの答申 

3 月 10 日 3 月定例議会 浪江町復興計画【第三次】後期基本計画の策定について 

3 月 18 日 「浪江町復興計画【第三次】後期基本計画の策定について」可決 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

夢と希望があふれ 住んでいたいまち 住んでみたいまち 

浪江町復興計画【第三次】後期基本計画 

(令和 8(2026)年度～令和 12(2030)年度) 


